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第３０回平成２２年３月与謝野町議会定例会会議録（第２号）

招集年月日 平成２２年３月９日

開閉会日時 午前９時３０分 開会 ～ 午後４時３分 散会

招集の場所 与謝野町議会会議場

１．出席議員

１番 野 村 生 八 １０番 糸 井 満 雄

２番 畠 山 伸 枝 １１番 勢 旗 毅

３番 上 山 光 正 １２番 多 田 正 成

４番 廣 野 安 樹 １３番 今 田 博 文

５番 小 林 庸 夫 １４番 谷 口 忠 弘

６番 家 城 功 １６番 服 部 博 和

７番 伊 藤 幸 男 １７番 有 吉 正

８番 浪 江 郁 雄 １８番 森 本 敏 軌

９番 井 田 義 之

２．欠席議員

１５番 赤 松 孝 一（午前）

３．職務のため議場に出席した者

議会事務局長 奥野 稔 書 記 河邊 惠

４．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者

町 長 太田 貴美 代表監査委員 足立 正人

副 町 長 堀口 卓也 教 育 長 垣中 均

総 務 課 長 大下 修 教育委員長 白杉 直久

企画財政課長 吉田 伸吾 商工観光課長 太田 明

岩滝地域振興課長 藤原 清隆 農 林 課 長 浪江 学

野田川地域振興課長 宇野 準一 教育推進課長 土田 清司

加悦地域振興課長 和田 茂 教 育 次 長 鈴木 雅之

税 務 課 長 日高 勝典 下 水 道 課 長 西村 良久

住民環境課長 永島 洋視 水 道 課 長 吉田 達雄

会 計 室 長 金谷 肇 保 健 課 長 泉谷 貞行

建 設 課 長 西原 正樹 福 祉 課 長 佐賀 義之

５．議事日程

日程第 １ 一般質問
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６．議事の経過

（開会 午前９時３０分）

議 長（森本敏軌） 皆さん、おはようございます。

いよいよきょうから議会最後の一般質問になります。１６人の皆さんから通告が出ております。

本日は６人の皆さんにお世話になります。よろしくお願いを申し上げます。

ただいまの出席議員は１７人であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議

を開きます。

本日の会議はお手元に配付しております議事日程に従い進めたいと思います。

日程第１ 一般質問を行います。

１６人の議員から質問の通告がありましたので、通告順により順次質問を許します。

１７番、有吉正議員の一般質問を許します。

有吉議員。

１ ７ 番（有吉 正） おはようございます。

早いもので我々の任期の中では最後の一般質問となりました。この中で初めてしょっぱなにさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。

私は、町長に３点、質問をさせていただきます。まず、第１点目、地域公共バスを京丹後市と

同様に、一つのルートを２００円にできないかと、そのためには、まず、京丹後市が、どのよう

にされているのか。そういうことからいろいろと勉強をさせていただいておりました。２月

２１日の読売新聞によりますと、「２００円バス本運行へ、利用者増、京丹後市、１０月から」

と、このように新聞に載っております。距離によっては８００円以上の運賃が２００円になった

割安感で、利用者は１年目で実施前の１９万人を上回る２４万人に増加、市内全域に拡大した

２年目は３１万人、経路延伸やバス停新設などを行った３年目には３４万人となった。これに伴

い運賃収入も増加し、市が丹海バスに支出する補助金が、年間約１，１００万円減少、利用者一

人当たりの輸送コストは、当初の５８１円から３０３円にまで改善されていると。このような新

聞記事が載っております。

それこそ地域公共バスというのは大変重要な問題で、与謝野町もひまわりバスを運行をされま

した。これも２００円という利便性ということもあり、ただ、もっと安くならないかと、いろい

ろな声もあります。しかし、私としましては全体を見る必要があるであろうと、このように考え

ております。また、２月の臨時議会では、運行経路を変えられ、より利便性の高い加悦校への通

学や、また、野田川駅への通勤、通学等々に利用されやすくなっております。また、ウイル等の

買い物客への、より利用しやすいようになったのではないかというふうに考えておりますが、た

だ、宮津市、伊根町、京丹後市、あるいは福知山へと丹海バスは通っております中で、いろいろ

と我々、私たちの与謝野町も、やはり宮津市や他市、他町との、もちろん京丹後市もですが、協

議を行い、路線もつながっているところもありますので、そういった利用しやすい、お年寄りさ

んから通学者まで、利用しやすい、このような状況に持っていく協議を始めるべきではないかと、

早急に、その手だてをやっていただきたいと、このように考えております。

そういった中で、例えば、運賃表を調べてまいりました。これもまた、変わるかもわかりませ

んけれども、丹海さんの方に行って調べてまいりました。例えば、私は岩屋在住でございますが、
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岩屋から与謝の海病院までは５００円です。また、岩屋から中央病院まで、峰山の、これは

３８０円になっております。これは２００円という運行の、京丹後市の中での、いろいろな調整

の結果、このようなセットがされておるんではないかなと、このように思います。だけども、与

謝の海病院の方が近いわけですから、中央病院よりも、そういった意味では、こういったもっと

広い視野でやっていただけたらなと、もちろん会社との協議もしなければなりませんけれども、

近隣市、町と協議をスタートしていただきたいと、このように考えております。

例えば、四辻から野田川駅までは２１０円であります。そういった中で、せんだっての、今度

のひまわり号が野田川駅まで２００円ということもあるわけですので、より使いやすい、整合性

がちょっと変わっているのではないかなというふうに思いますので、将来に向けての町長のお考

えをお伺いしたいと、このように思います。

２番目の質問でありますが、これはちょっと、朝日新聞ですが、何日の新聞かは忘れました。

高知県の町では有害獣対策に町職員に銃、わな猟免許の取得を推奨をしようということを始めら

れております。

当町も、こういったことが推奨できないかどうかといいますのも、もちろん町の職員の方で銃

の免許も、また、わなの免許も持っておられる方もおられます。また、私も３年前に、わなの免

許をとったわけですが、新しくわなの免許をとられた方もあるというふうに聞いております。

二日ほど前に長崎県でイノシシ猟をしていて、誤って、一緒に猟をしていた方を撃ったと、そ

の方が亡くなられたという報道がなされておりました。特にせんだっては、大阪でしたか、猟銃

の免許を持った方が人を撃たれてという事件もありましたし、それから、数年前には長崎県で若

い女の人が猟銃に殺されるというふうな事件もあり、銃を持つということは管理も大変厳しく、

今はなっておるようでございます。

私のもとにも猟友会の、日本猟友会の会長さんから決意表明というような文言がまいりました。

我々、大日本猟友会は、さきに決議した決議文の趣旨、及び内容を遵守し、次のとおり行動する

ことを決意すると。いわゆる関係法令、それらに基づくルールの遵守、鉄砲の適正な管理、保持

等々、たくさん載っておるわけでございますが、ただ、いろいろな意味で困るのは、このような

ことがあってはいけませんけれども、有害獣対策に本当に日本国じゅうが苦慮しておるのが現状

ではないかというふうに思います。

こういった中で、与謝野町も職員の方に狩猟免許の取得の推奨をしていただきたいなと、この

ように思います。それと、もう一つは有害獣処理手数料の増額であります。銃を一発、ライフル

なんかを撃つと４００円、一発がかかるというふうに聞いております。年間の登録料が銃では

５万円を超えます。また、わなでも２万円を超えます。そういった経費も大変かかるわけでござ

います。どうか、体は出さんなん、お金は使わんなん、何とかせいと言って猟友会の方々、大変

努力をされておりますが、現実には、経費の方が高いのが現実ではないかと思います。そういっ

た中、町長は、どのようにお考えになられるのか。また、処理手数料の通年化、これは１１月

１５日から２月１５日までか猟期でございます。その間は、処理手数料は出ないというふうに聞

いております。ただ、昔と違って、なかなかシカやイノシシが販売できない、このような現状で

はないかと思います。本当に農業、あるいは家庭菜園でもそうなんですが、日本国じゅうの農家

方が困っておる、これを何とかしなければいけないという思いで、私も里守犬をやってみたり、
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あるいはわなのことも少しは覚えていかなあかんなということで始めたわけでございます。その

きっかけとなったのも、これは本屋で見つけて買ったんですが、これは京大の学生のときに、

「僕は猟師になった」と、京大の学生が書いた。もう今は卒業されてから書いておるわけなんで

すが、こういった本も読ませていただきました。猟師には、なかなか一人前になりませんし、危

険が伴いますし、殺すということは、また、なかなかそれを乗り越えていくということも厳しゅ

うございます。もちろん職員の方も得て、不得手もあるから無理は言えませんけれども、ただ、

こういった状況にあるということを、やはり職員の方もわかって、全職員さんにもわかっていた

だけるということもつながるのではないかなと、このように思います。

去年でしたか、元気館で山と田畑をシカから守るというような有害獣対策で、島根県の方から

講師が来られて講演がございました。その先生が書かれた本も、これ読んでみたわけでございま

すが、基本的には、昔は、明治に滅びたんですけれども、日本にもオオカミがおった。それから、

犬は放し飼いであったということが、やはり原因の一つではないかというようなことも書いてあ

ります。そうかといって狂犬病、人をかむ、そういった弊害があったから、行政がそういうふう

に首輪をつけて、放し飼いではいけないという管理をしたわけでございます。ただ、北海道や沖

縄の方では犬をくさりでつながなければならないとか、犬舎に置かなければならないという条例

はありません。それはただ、犬の管理、責任というのは、どこまでもついていくわけでございま

すけれども、やはりその土地の歴史、例えば北海道だったらヒグマとの戦いとか、開拓の歴史、

そういうのがあるから、そういうことがあるのであろうというふうに思います。

京都府では、昭和４８年に、その犬の係留条例ができております。昭和５２年に、私も岩屋の

方に帰ってまいりまして、だんだんと、初めのころは山の手入れに行ったときに財産区か何かで、

ヒノキなんか、スギなんかを植えによく、年に１回か２回、山に上がったわけですが、そういう

ときには、山の植えた木が食べられるとか、そういった被害はあったわけですけれども、里には、

そう被害はなかったように思います。

それから、この本にも「山と田畑をシカから守る」にも書いてあるわけですが、雪が１メート

ル、２メートル積もると食べるものがなくなりますから、小さなシカやイノシシは死んでしまう。

ところが、今は大雪が降ることが少なくなりました。山も、それこそ間伐ができていない山なん

かは、下草も生えませんので、山も荒れるし、食べ物がないから里におりてくる。飢餓で死ぬこ

ともなくなって、里におりてくる。そういった地球温暖化のせいがあるのかどうか、私にはわか

りませんけれども、そういった現状であろうと、このように思っております。

それから、先ほども言いましたように、例えばわな猟でしたら、その１１月１５日から２月

１５日の間に約２万円、払わなければなりません。大日本猟友会、あるいは加悦谷猟友会にも参

加したり、会議がありますし、それから、保険料ですね、そういうのも合わせて約１万円、それ

から、狩猟税が約１万円で約２万円かかります。鉄砲ですと、それが合わせて５万円ほどかかる

と、そういった中で、これは町が独断でできることではないんですけれども、こういった状況の

中で、そして、みんなに鉄砲をとってほしいと、鉄砲を持つ人がだんだん少なくなっているから

鉄砲を持ってほしいと、そういっても、これだけお金がかかるという現実もあるわけでございま

す。そういったこともあわせて、町長に、どのようにお考えなのか、お伺いしたいというふうに

思います。
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それから、里山の再生をどうしていったらいいのか、いろいろな議員さんも、この与謝野町の

議会の中でも発言をされております。山でお金にならなくなった。そういった中で、こういった

事態が起きたわけでございます。そのような里山の再生、これをどのようにしていったらいいの

かなというふうに行政も、どのようにお考えなのか、再度、お伺いしたいと、このように思いま

す。

３点目、リフレかやの里の再開について、お伺いをいたします。温泉を活用する有志の議員の

提案について、町長はどのように考え、具現化されるのかどうかわかりませんけれども、お伺い

するわけですが、いわゆる私たち１０人の議員が温泉を活用して、そして、観光としての戦略を

立ててほしいと、このような提案をさせていただきました。岩滝温泉から温泉を運んで、従来よ

り温泉機能がついた中で発展する可能性を持ったらどうかというようなことを申したわけでござ

います。その中で、どのようにこれを勉強というのか、調査をされておるのか、現状をお伺いし

たいと、このように思います。

まず、これで第１回目の質問を終わらせていただきます。

議 長（森本敏軌） 答弁を求めます。

太田町長。

町 長（太田貴美） おはようございます。有吉議員の一番目、地域公共バスを京丹後市と同様にとい

うご質問にお答えいたします。既にご存じの方も多いかと存じますが、京丹後市の上限２００円

バスとは、丹後海陸交通の路線バスにおきまして、１回の乗車の運賃を上限２００円とするもの

でございます。

平成１８年１０月から一部の路線を対象に、実証運行を開始され、以降、市内全域と市営バス

にも拡大して運行されております。市丹後市では、だれも乗っていない空気を運ぶバスに多額の

補助金を支出した現状を改善したいと考え、同じ多額の補助金を支出するにしても、７００円で

２人乗ってもらうより、２００円で７人乗ってもらった方が、より効果的な補助金の支出になる

という、そういった考え方に至ったようでございます。

そこで、国、京都府、丹海さんのご協力により２００円バスの制度導入を決められ、その結果、

利用者は約１．８倍に、補助金は減額することができたという、そういった成果があったという

ふうに伺っております。この施策は、国土交通省や全国の多くの自治体でも路線バスの再生事例

として大きく取り上げられ、丹海バスが運行しております本町におきましても、京丹後市の実績

の推移や成功要因を注視してきたところでございます。

このように京丹後市で一定の成果を上げられたことから、本町におきましても町営バスの導入

の検討にあわせて上限２００円バスの導入の可能性を調査検討してまいりました。その中で、町

内のバス利用状況を調査いたしております。その結果、複数の路線が本町を通っており、本町は

起終点ではなく、経由地であるということ。また、バスの利用者の目的地が宮津市や福知山市な

どとなっており、町外へ移動される方の割合が非常に多いことという、そういった特徴がわかり

ました。

さて、運賃の上限を２００円にすれば、ご利用いただく人数は単純に考えますとふえることに

なるというふうに思っております。しかしながら、調査結果による本町の特徴や、それから人口、

面積、高等学校の数など、これらの京丹後市との違いを考えますと、運賃を下げて減った収入分



－46－

を補うだけの利用者の増加を見込むことができず、本町単独での導入は困難であるというふうな

考えに至っております。そこで、先ほど議員からご提案がありましたとおり、近隣自治体と協力

してできないかということで、同じ路線の沿線であります宮津市、伊根町と協力として京丹後市

と同様の運賃制度導入の可能性を現在、協働で研究させております。運賃を下げれば収入が減る

わけで、宮津、与謝地域におきまして、現状の利用者であれば、どの程度収入が減るのか、また、

減った運賃収入分を確保するためには、どの程度の利用者の増加が必要で、それが見込めるのか、

さらに、どのような利用促進策が実施できるのか、これらがポイントになるのではないかという

ふうに考えております。

さらにまた、国や京都府、それに丹海さんのご理解も必要になってまいります。私といたしま

しては、もちろん利用者の利便性向上が大いに期待できるわけでございますが、これ以外にも宮

津、与謝地域内の移動の活性化により購買活動の増加、自家用車による高等学校への送迎の減少

など、この地域に与える別の波及効果が期待できるものというふうに考えております。バスの低

運賃化という一つの視点だけではなく、このような他分野への影響も含めて検討していますので、

いましばらく結論はお待ちいただきたいというふうに思います。

次に、２点目の有害鳥獣対策について、お答えいたします。有害鳥獣による農産物被害が全国

的に深刻化しており、被害は年々増加しているというふうに言われております。当町でも平成

２０年度実績で、イノシシ５１２頭、これは有害駆除３８３頭、猟期に１２９頭、それから、シ

カ３１４頭、有害駆除が１８４頭、猟期が１３０頭の捕獲を行っておりますが、年々被害の増加

が見られ、農作物、あるいは被害だけではなく、家屋周辺や、あるいは生活道路等への出没も見

られ、生活環境へも影響を及ぼしているのが現状でございます。

有害鳥獣対策には農林業者のみならず、地域で暮らす住民一人一人の協力が不可欠であるとい

うふうに考えております。

当町では有害鳥獣の対策事業としまして、電気さく、フェンスなどの防除さくへの補助に加え

まして、近年では山すそを帯状に伐採し、隠れ場所をなくすことで里への進入を防止する緩衝帯

設置事業や、あるいは広い範囲に駆除員を配置し、一斉に駆除を行う広域捕獲事業を行うほか、

関係団体と連携し、町民向けの研修会を実施するなどの対策を講じているところでございますが、

鳥獣被害を軽減するためには、さらなる対策強化が必要ではないかというふうに考えており、積

極的に取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。

さて、１点目に職員に狩猟免許の取得の推奨についてのご質問でございますが、職員に対し広

報をし、推奨することはできますが、本来、狩猟免許は猟期に狩猟を楽しむための資格でありま

すので、個人の意思にゆだねる必要があるというふうに考えております。職員の中には、最近で

も自発的にわな猟免許を取得してくれた者もおりますが、町から強制できることではございませ

んので、この点は、ぜひご理解いただきたいというふうに考えております。

２点目の有害獣処理手数料の増額についてでございますが、当町のシカ、イノシシの処理手数

料は現在１頭当たり７，０００円としており、合併時点では５，０００円でありましたのを、平

成２０年度から引き上げてきた経過がございます。また、近隣の２市２町の中でも高い手数料で

お世話になっておりますので、当面は現行のままとさせていただきたいというふうに考えており

ます。
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参考までに申し上げますと、処理手数料、京丹後市では６，０００円から、あるいは

８，０００円、これはナイフによるか、あるいは銃によるかの方法によるということでございま

すし、宮津市は４，０００円、伊根町は５，０００円、この５，０００円は、ただしイノシシの

みということになっております。与謝野町は、ただいま申し上げましたように７，０００円とい

うことでございます。

３点目の処理手数料の通年化についてでございますが、１１月１５日から翌年２月１５日まで

の料金につきましては、狩猟者が猟を楽しむ期間として設定されているものであり、有害鳥獣の

駆除とは区別する必要があろうかというふうに思っておりますので、現行のままとさせていただ

きたいというふうに考えております。

４点目の林業政策、人が山に入る、山を豊かにし、里におりてこない政策につきましては、近

年、木材価格の低迷や、あるいは人のライフスタイルの変遷、所有者の世代交代等により山への

関心が低下していることなどに起因し、所有者の森林整備への意欲が薄れ、結果として森林の荒

廃が進んでおります。過密になった森林では下層空間に光りが届かず、従来、動物のえさや、あ

るいは住みかになっていた下草や下木育たなくなり里にえさを求める行動へと移行しているので

はないかというふうに言われておりますので、議員、ご指摘のとおり有効な林業施策を進めるこ

とにより本来、山で暮らす動物が里におりてこないことにつながるものというふうに考えており

ます。また、山を豊かにすることは有害鳥獣対策だけではなく、我々の生活に欠かせない水の供

給、災害に強い森づくり、地球環境への貢献など、森林の有します、そうした有益な機能の増加

へとつながりますので、今後とも間伐など、森林整備を積極的に推進していきたいというふうに

考えております。

５点目の狩猟税がもっと安くならないかについて、お尋ねでございますが、当町の有害鳥獣駆

除は与謝郡猟友会及び宮津猟友会、岩滝支部の会員で構成されており、有害鳥獣の捕獲、とめさ

しから処理までを町から委託しております。

３点目の質問でもお答えいたしましたが、有害鳥獣駆除と猟を区別する必要があろうかという

ふうに思っておりますので、猟期には狩猟を楽しんでいただくことができるよう、猟友会の皆様

には現行どおり、国が定める狩猟税を納めていただくようお願いしたいというふうに考えており

ます。

それでは、３点目のリフレかやの里の再開につきましてのご質問にお答えいたします。ご質問

の趣旨は１０名の議員有志からなる議員政策研究会が昨年１２月に取りまとめられ、本年１月

７日に町にいただきましたリフレかやの里再生の提言書について、どのように具現化するかとい

うことかというふうに思っております。提言書は入浴施設の再開を第一に、これを前提として再

開するものとされ、熱源に対する初期投資を３，０００万円以下、ランニングコストは年間

５００万円程度であることを条件として検討されたものであり、まとめとしてクアハウスにある

温泉水を、運び方式によりリフレに活用し、温泉施設として再生していくもので、熱源としては

化石燃料の代替として廃タイアを活用する方法や、木材資源を活用する方法を検討されましたが、

どちらも非常に困難との結論から、灯油ボイラー方式とエコ給油方式の両方をご提案いただいて

おります。これを受けまして、町としましては、ご提案を真摯に受けとめ検討しなければならな

いというふうに考えているところでございますが、現在のところ運営の方針をまとめ切れた段階
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にはございません。今後、ご提案の趣旨も含め町としても専門家のご意見を聞くなど、一定の調

査検討を進めていくよう平成２２年度の当初予算に、少額ではありますが、調査委託料を計上し

ており、リフレかやの里を、どのような運営方法で再開することが町にとって最も効果的で合理

的な方法なのか、初期投資やランニングコストも含めて検討してまいりたいというふうに考えて

おりますので、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。

以上で、有吉議員のご質問に対する答弁とさせていただきます。

議 長（森本敏軌） 有吉議員。

１ ７ 番（有吉 正） ２回目の質問に入らせていただきますが、地域公共バス、いわゆる丹海さんの件

につきましては、近隣町と協議をしておられるというふうな中で、ぜひ、いろんな意味でいい案

をまとめいただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

これは、私は住民にとって、もう深刻な問題だと思っておりますので、やはりひまわりバスも

生かす意味でも進めていただきたいなというふうに期待しております。

それから、２番目の今、有害獣対策なんですけれども、いわゆるおっしゃられるとおりで、

１１月１５日から２月１５日は、いわゆる猟を楽しむ、それが猟期なんだという、そのための税

金ということなんですが、私が、わなの免許なんですが、とったときに、たしか元気館で説明会

があったと思います。そのときに物すごい大勢の方が、農家の方が、いわゆるほんまに困った農

家の方がたくさん来られて、私も、そのうちの一人だったわけですが、それから、その研修会が

終わって、綾部で試験がありました。そのときも、たくさんの方が受けにきておられたと思いま

す。だけど、それが、どれだけ残られるのか、いわゆる、こういう厳しい時代ですので、２万円

かかる。それから、鉄砲をとったら５万円以外にたくさんお金がかかるわけでありまして、いわ

ゆる猟を楽しむというよりも、何とかせなしゃあないという思いで、皆それぞれ、私同様に、お

まえはまにあわん言うて、もっとようけとれと言うてしかられるところはたくさんあります。だ

けど、とったらとったらで、つらいところもあるわけでありまして、そういうとこら辺が、楽し

むというよりも、そんなレベルではないと、もちろん猟友会の方々、頑張っていただいて、いろ

いろと教えていただくんですけれども、そういったことが税金をとるような状況ではないのでは

ないかと、私は、そのように感じるからお伺いしたわけでございます。これを乗り越えよと思う

と、大変なハードルがありますので、難しいのはわかっておりますけれども、ぜひ、そういった

声をやはり上げてかなければならないと、このように私は思っております。

それから、３番目につきまして、リフレかやの里の再開ということで、質問をさせていただき

ました。糸井議員からも質問が出されておるようで、もっと詳細に聞いていただけるものという

ふうに思いますが、１点だけお聞きしたいのは、これは町長にお聞きするわけではないんですが、

これは７月１９日の、これ毎日新聞ですね、リフレ休業状態続く、福祉の町構想拒否なんていう

ことは、議員が拒否したというようなことが書いてあって、これは私は、ちょっとこれはおかし

いなという思いはしたわけですけれども、それはそれで、マスコミの方々のいろいろな考えで書

かれたんでしょうけれども、そういう意味ではない、やはり地域のいろいろな声の中で、もう一

ひねり、二ひねりしながらやるべきだなという思いが１０人の議員にあったろうと、このように

私は考えております。

いいところを生かす、もうちょっと生かせないかという、そして、雇用の場を、もちろんいろ
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いろな方がやられるということはいいことですし、だけども、もっと有効な利用ができるのでは

ないかということを考えた結果でございますので、我々の提案については、どうか調査委託料が

出ているというふうな中で、しっかりと前向きに取り組んでいただきたいなというふうに思いま

す。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） １点目の地域公共バスの件ですけれども、非常にいろいろな取り組みも考えられ

ます。そうした中で、先ほども申し上げましたように近隣の市、町との協議も研究もさせていた

だいている状況でございますので、また、それらも含めて今後につきましても、どうすれば皆さ

んにとって有効なバスの利用がしていただけるのか、一つの課題として今後も検討してまいりた

いというふうに思っております。

それから、２点目の非常に有害鳥獣に対しましては、非常に頭の痛い問題でございます。高校

生との、夏に行いました対話授業の中でも、高校生自体が、この町の生活者として、おじいちゃ

んが一生懸命、畑をつくってくれているけれども、みんなそうしたイノシシやシカなどの害で、

かわいそうなような状況だというふうなことを言っておられましたけれども、そういう状況の中

で、やはりこの対策については猟友会の皆さん方のお世話にならないと、なかなかできない問題

でもございます。そうした中で、これを超えますのは非常にハードルが高くて、難しい問題もご

ざいますけれども、この間、防災訓練があましたときも、広域的な形で、皆さん、猟友会の人た

ちも含めて駆除に当たっていただきました。そうしたことで協力がなければできませんことです

ので、今後につきましても、よく猟友会の方たちとの協議をする中で、いい方法を見つけてまい

りたいというふうに思っております。

それから、３点目のリフレかやの里の再開につきましても、再開するためには、やはり今の施

設状況がどうなのか、また、それらをもう少し詳しく調査してみてないと、何とも言えませんの

で、一応調査費を上げまして、その中で、どの程度のことが考えられるのか、ぜひ、有効な使い

方を考え、そしてまた、ご提案がさせていただきたいというふうに思っております。

以上で、非常に簡単な答弁となりましたけれども、終わらせていただきます。

１ ７ 番（有吉 正） 終わります。

議 長（森本敏軌） これで有吉正議員の一般質問を終わります。

次に、１２番、多田正成議員の一般質問を許します。

多田議員。

１ ２ 番（多田正成） それでは、ただいま議長のお許しをいただきましたので、３月定例議会の一般質

問をさせていただきます。

さて、今回は町長初め、議員任期満了４年目の最後の一般質問となりました。任期満了に伴い

退任をされる方、再度、立候補される方、あるいは新たに立候補を予定されている方など、さま

ざまな中で、新たな年度を向かえる時期となりました。振り返りますと、あっという間の４年間

でした。微力ではありますが、精いっぱい務めさせていただき、それぞれに体験をさせていただ

きましたことを深く感謝を申し上げますとともに、この場をおかりましまして、心から熱く御礼

を申し上げます。

さて、経験をさせていただきました中で、地方自治体とは、国の出先機関のようなもので、政
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権が変わると施策制度が年度内でも変わることがあります。今回の子育て支援など、典型的な例

であります。いずれにしても国の施策制度を基本にしなければならないことは事実でありますが、

人にもそれぞれ営みがあるように、町には町の営み方があると思います。商業形態、産業形態や

文化、歴史の中に経済のあり方がはぐくまれ、その町、町の風土と営みができ上がります。やは

り施策は、その町、町の形態に合った政策制度が必要ではないかと思っております。国の全国一

律施策制度では、当町にとって施策的にやりづらいこともあるのではないでしょうか。そういっ

たことが行政と住民との思いにづれが生じるようにも思えますし、私は国の基本は基本として当

町独自の施策が、もっと必要だと考えております。そのために、おのおの地方行政があり、首長

を初め自治体があると考えております。独自施策はどうすればできると町長はお考えでしょうか。

内外の経済情勢から地方までもが大きく疲弊した今、すべてが過渡期にあって、そために、それ

ぞれ官民問わず改革に取り組んでおります。世界情勢から国内景気、あるいは国政状況から見聞

しましても、より一層地域経済や行財政がさらに厳しくなるものと思いますが、当町も当然、改

革には目標を持って取り組んでいただいております。しかし、生半可か取り組みでは、新しいも

のは何も生まれません。守ることも大切ですが、新たに生むことも重要で、その施策を年度に反

映させることで、少しでも活性化が生まれるものと考えますが、いかがでしょうか。

当町も旧態にとらわれず、それぞれに抱えるさまざまな問題をさらに検証し、検討して対処の

できる体制をいま一度考える必要があると思います。変えることがすべてとは言いませんが、

我々町民は、実生活、実体経済の中から、それぞれに課題を抱え、そうあってほしい、そうした

いのと思いを訴えております。行政施策とは役場内のためでもなく、職員のためでもなく、もち

ろん理事者や議会のためでもありません。この町に住む町民一人一人のために、また、各業界、

団体、地区、地域のために施策制度があってこそ、どこよりも住みよい町になるのではないでし

ょうか。そのためにはお互いに他力だけを求め合うのではなく、私たちの町は、私たちで守ると

いった自力精神と行政施策との一体感で取り組むことが最も重要ではないでしょうか。そういっ

た思いから、我々はまちづくりを訴え、過去４年間を通し、質問、質疑、あるいは提案もせてい

ただきました。町長のご答弁として、すぐに取り上げていただいた問題、検討、調査、研究、よ

い考えだが無理だといった、それぞれに答弁をいただきました。通常、議会対処用語の答弁に終

わっていないか、あるいは言いっぱなし、聞きっぱなしになっていないか、４年間の反省も踏ま

え、主に取り上げた問題について検証し、再度、質問させていただきたいと思いますので、よろ

しくご答弁をいただきますようお願いを申し上げます。

まず、一つ目に、平成１８年６月の質問に、衰退した地場産業にかわるまちづくりの主軸施策

はどこを目指すのかの問いに、ご答弁は、今は衰退し大変厳しい状況だが、今後も当町の活性化

には織物がかぎを握っていると答弁をいただき、３年が経過いたしました。今までどのように業

界と取り組んでこられたのか、また、その成果もお尋ねいたします。

二つ目に、平成１８年１２月の質問に、織物と観光の具現化はとの問いに、ご答弁は織物振興

事業は観光素材となる。観光とリンクし織物活性化を目指す、意見を参考に検討することを約束

すると答弁をいただきましたが、目指された取り組みと検討結果をお尋ねいたします。

三つ目に、平成１９年３月の質問に、少子高齢化と社会保障費のバランスはとの問いに、ご答

弁は、当町の高齢化率は２６．５％と、国の基準を上回っている。町独自の施策が迫られている、
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厳しい財政の中で自助、共助、公助のバランスを図ると答弁をいただきました。どのように独自

施策をとられ、また、財政のバランスはとれているのでしょうか、お尋ねいたします。

四つ目に、同じく１９年３月の質問で、町民公募債事業の導入を提案させていただきました。

ご答弁は、この制度は行政主導で資金調達や事業に対し、住民参加意識の向上など、よい起債方

法と考えるが、金融機関との調整が必要で、手法として有益であり、今後、考えると答弁をいた

だきましたが、取り組んでいただいているのでしょうか。また、どのような考えか、ご所見をお

尋ねいたします。

五つ目に、平成１９年６月の質問に、ハイテク社会の時代背景と心の育ちを教育長にお尋ねい

たしました。ご答弁は、大人社会の中で子供たちは発達する。学校、地域、家庭の担う役割が崩

れている。今後は各役割を全体で考え直す必要があると、そういった教育に努めると答弁をいた

だきましたが、その後の取り組みを具体的にお聞かせください。

六つ目に、平成２０年３月の質問に疲弊する地域経済の中で今、新産業の情報が必要だが、収

集策をどのように考えておられるのかとの問いに、ご答弁は、企業とのネットワークをつくりな

がら情報の共有化を図っていくとの答弁をいただきましたが、具体的な取り組みと成果をお尋ね

いたします。

七つ目に、平成２０年１２月の質問で、緊急経済対策に金融支援があるが、地域の抱える問題

点の実態をよく知った上での制度が必要との問いに、答弁は、今すぐ答えが出せないが調査研究、

不況対策のため、庁舎内でも対策を立てていきたいとの答弁をいただきました。調査研究、不況

対策のための対策をどのようにされてきたのか、お尋ねをいたします。

八つ目に、平成２１年３月の質問に、福祉、介護をあわせ持つ高齢者個人住宅、ケアハウス集

合体のまちづくりの提案をさせていただきました。ご答弁は一つの選択肢として、今後そのこと

も含め考える必要があると答弁をいただきましたが、その後のお考え、あるいは施策があれば、

お聞かせください。

九つ目に、同じく平成２１年３月の質問に、介護家族支援制度ができないかとの質問に、ご答

弁は、現在の施設利用者以外は町単費が要る、よい考えだが財源からして無理との答弁をいただ

きました。その後の考え、あるいはご所見をお尋ねいたします。最後に２１年１２月の質問で、

法人税やたばこ税が減収だがとの問いに、ご答弁は予測ができなかった。次年度以降の財源は必

須との答弁をいただき、今議会で次年度の予算審議が行われるわけですが、国では地方交付税の

配分の仕組みを変えると増額になると言われていましたが、今予算書を見ますと地方交付税は

２．３％増と、４４億円が見込まれています。やはり町税は４．４％の減収となっていました。

２３年度も町税は、さらに減収になると思いますが、今後の財源は依存、自主を含め、どのよう

に財源を確保を考えておられるのか、町長のご所見をお尋ねいたします。

以上、過去４年間の一般質問に対する総括として、重立った問題をかいつまんで質問させてい

ただきましたが、議会での質疑応答のセレモニーで終わらないためにも町長の実のあるご答弁に

よって、独自施策のできる町になり、町民のために一つ一つ取り組めていけたらと考えておりま

す。町長も次期、目指されるだけに、可能な限り答弁をいただきますよう、よろしくお願いしま

して、１回目目の質問とさせていただきます。

議 長（森本敏軌） ここで質問の途中ですが、暫時休憩します。
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１０時４５分再開します。

（休憩 午前１０時２６分）

（再開 午前１０時４５分）

議 長（森本敏軌） 休憩を閉じ、一般質問を再開します。

答弁を求めます。

太田町長。

町 長（太田貴美） 多田議員さんからは、たくさんの項目のご質問をいただいておりますが、ちょっ

とその答弁をします前に、最後の言葉がちょっと気になったので、決して一般質問等々、セレモ

ニーで終わっているわけではございません。真剣に我々も事業に対して真摯に受けとめて努力を

しておりますことを、誤解がないように、ちょっと申し上げておきたいというふうに思います。

まず、第１番目のご質問の、産業の主軸施策はどこを目指されているのかについてお答えいた

します。過日、産業振興ビジョンの中間報告を見せていただきましたが、委員の皆様からも地場

産業である織物業が地域の基幹産業であり、今後においても当地域の産業活性化には切り離すこ

とのできない業種であること確認されております。ご承知のように織物業界の実態は大変厳しい

状況でございますが、議員の皆様からは総合産地化、協働事業の展開、業界の構造改革など、視

点を変えた、そうした改革を行えば、復活もあり得るとのご意見を聞かせていただいております。

私は当町の産業活性化の大きなかぎは、やはり織物業にあるというふうに考えており、そのため

には行政として、できる施策をどのように行うか、業界の皆さんと十分な議論をする必要がある

というふうに考えております。業界との取り組みはとのご質問でございますが、町といたしまし

ては、この間、織物活性化の拠点を、多田議員さんが議員になられる前の旧野田川町時代に、技

術者の育成や、あるいは、その伝承のための施設として織物技能訓練センターをというふうなこ

とで、それらも整備をして行いましたし、それを活用した今、取り組みもされております。また、

雇用対策事業を活用し、織物指導員の配置も行っております。さらには、新製品開発にも支援を

させていただいておりますし、京丹後市や丹後織物工業組合との連携により、業界の皆さんの販

路開拓の、そうした支援の場を東京ビッグサイトに設けるなど、広域的な取り組みも行っており

まして、このような中からバイヤーとの交渉が成立するなど、多くの成果を得ております。

今後も引き続き、このような施策を、より多くの皆様が積極的に利用されるということを願っ

ております。

２番目の織物と観光の具現化は、どのように取り組んでおられるかでございますが、議員もご

承知のとおり、与謝野町観光振興ビジョンには、行動計画の中で観光客をターゲットにした織物

体験や染色体験を通じた織物文化の発信を掲げております。また、策定中の産業振興ビジョンに

も観光との連携を掲げることとしており、与謝野町の産業活性化の基本となります、これら二つ

のビジョンの実践段階では、より具体的な事業が展開されるものというふうに期待をしておりま

す。

現在の取り組みと検討結果とのご質問でございますが、現段階での具体的な取り組みとしまし

ては、二つのメニューがございます。その一つは体験を基本にしたメニューで、染色センターを

拠点に染めの体験による織物の価値を観光客に認識していただく取り組みを行っております。こ

の取り組みは、固定化してきておりまして、旅行エージェントからは教育旅行の商品としても取
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り上げていただける状況になっておりますし、地元のホテル、旅館からも、この体験メニューへ

の誘導もいただいております。

もう一つは、ちりめん街道と丹後ちりめん歴史館を核とした織物文化と歴史を観光客に提供す

るメニューでございまして、これも旅行エージェントからは魅力的な商品として注目をいただい

ているところでございます。引き続き二つのメニューを基本に、さらに広がりを持たせて観光客

の皆さんが、反物や風呂敷などの小物を購入していただける状況に、そうしたものになければと

いうふうに考えておりまして、そのためにも観光業界と織物業界の皆さんが一体となって観光ビ

ジョンや産業振興ビジョンの実践可能な事業に取り組んでいただきたいというふうに思います。

町といたしましても、取り組みが進展するよう支援させていただきたいというふうに考えており

ます。

３番目の少子高齢化と社会保障費のバランスは、どのようにとられているかとのご質問に、お

答えいたします。まず、少子化対策についてでございますが、平成１８年１１月からは、児童・

生徒医療を償還払制度から現物給付へと変更し、一病院２００円で受診していただける制度に改

正いたしております。また、保育料につきましても、国の基準額より低い金額を設定しているほ

か、均等割だけ課税されている世帯に対しましては、平成２０年度から減額させていただいてお

ります。そのほか時間外保育、一時保育、学童保育、子育て支援センターなどの事業も継続で実

施し、保護者の方への支援をさせていただいております。

次に、高齢者対策、障害者対策でございますが、平成１９年１２月の高齢者比率は２６．５％

であったものが、２１年１２月には２９．１％と、２．６％の大幅なアップになっており、高齢

者対策は必至との状況になっております。こうした中、安心してお過ごしいただくために、平成

１９年度に与謝野町福祉空間安心どこでもプランを策定し、地域の事業所とも連携を図りながら

事業を進めてまいりました。この施策は平成１９年度から事業を進めておりまして、この間、小

規模多機能型居宅介護施設、グループホーム、聴覚言語障害者福祉の拠点となる聴言センターの

建設や、共同作業所の移転整備など、多くの事業に支援をさせていただいております。今後も住

みなれた町で安心してお暮らしいただくために、子育て事業から障害者、高齢者施策などを、限

られた予算の中で自助、共助、公助、商助の協働により身の丈にあった。また、バランスのとれ

た行財政運営を行いながら、実施してまいりたいというふうに思っております。

４番目の町民公募債事業の導入の提案についてでございますが、平成１９年３月定例会で、議

員の一般質問に対しまして、住民の行政参画を促進する上で有益な手法であり、今後、検討させ

ていただくとの答弁を行ったところでございます。その後、先進地事例を勉強していく中で、平

成２０年１０月に一定の内部報告書をまとめておりますその中で個人金融資産の有効活用の面か

らすれば、有益な手法であるものの、住民の行政参画の面からは一部の資産家のみの活用にとど

まる傾向があり、必ずしも有意義であるとは言い切れず、また、金融機関への手数料との兼ね合

い、市場金利、これは当町でも借り入れを行っております縁故債の金利でございますが、これら

とのバランスにより町の実質負担を検討いたしますと、近年の低金利のもとでは通常の縁故債を

活用すべきとの結論に達しておりますので、ご理解いただきますよう、お願いいたします。

６番目の疲弊する経済、今、新産業の情報収集が必要だが、取り組みと成果を問うでございま

すが、新産業の情報収集だけに固執せず、収集したビジネスチャンスと思われる情報は商工会等
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に提供を行っております。また、商工会でも情報組織や関係団体から情報を入手しておられます。

企業とのネットワークづくりによる情報の共有化でございますが、担当課が直接、企業を訪問し、

情報交換は行っておりますが、限られた範囲での動きであり、基本的には商工会を通じて情報交

換を行っている状況でございます。

町が直接行うことよりも、商工会、企業、そして、町とのネットワークによる情報共有が重要

と考えておりまして、担当課には、この仕組みでの取り組みを進めているところでございます。

具体的な取り組みはとのご質問ですが、ただいま申し上げましたように、直接、企業、商工会、

町が一同に会しての懇談会ではございませんが、私も含め各業界の方々とは商工会の部会を介し

て懇談を行っておりまして、引き続き、この機会をふやす必要があるというふうに考えておりま

す。その成果でございますが、企業の皆様からのご意見やご要望をいただきながら、補助金等の

施策に反映させていただいております。

７番目の地域の実態を調査した上での金融支援制度についてでございますが、本件は昨年の

１月に実施しました生活実態調査、あるいは、織物実態調査、事業所実態調査の三つの調査にか

かわりますご質問と思いますが、実施いたしました各調査を担当課で分析、そして、調査報告書

を策定し、庁舎内はもちろん、商工会にも報告書を配布いたしました。あわせて業界や町民の皆

様が求められている内容を庁舎内で分析し、商工観光課にとどめず、各課でできる施策を検討さ

せたほか、商工会からも多くのご要望をいただきました。６月議会で国からの不況対策交付金を

投入すべきとのご意見もあり、十分検討した結果、９月補正に施策を上程させていただいたとこ

ろでございます。

金融支援制度についてのご質問でございますが、不況対策に関して、他の議員からも町独自の

金融支援制度の構築についてのご質問もあり、検討もいたしましたが、制度化についての考え方

は、既に申し上げておりますとおり、町独自の金融制度は設けず、京都府の制度融資を活用いた

だき、町は、その融資に対する利子補給、保証料補給で支援する手法をとらせていただくことと

しております。独自の不況対策についてのご質問でございますが、昨年９月議会でも申し上げま

したが住宅改修助成、新たな利子補給、これは経営安定緊急対策利子補給でございます。また、

雇用調整助成金、これは中小企業緊急雇用安定助成金、そして、既存の支援施策の条件緩和等で

ございまして、産業振興チラシ第２段を作成し、商工会を介してＰＲ、また、町のホームページ

のＰＲを行っております。現在、それらの申請を受けている段階でございまて、町のお知らせ版

でも啓発をいたしております。

次に、８番目の高齢者個人住宅集合体のまちづくりの提案についてでございます。以前、ご質

問をいただきました高齢者の集合住宅については、現在、利用できる制度があるか検討させてい

ると答弁をしておりました。この間、民間の方で高齢者専用住宅、あるいはデイサービス、地域

密着型施設の複合施設を建設したいとのお話と、また、もう一人は高齢者専用住宅を建設したい

とのお話をお聞きいたしております。いずれも平成２２年度中の建設に向けて事務を進めていた

だいておりますので、この事業に期待をしたいというふうに思います。

次に、９番目の家族介護支援制度はできないかについてでございます。家族介護支援策であっ

た介護者激励金につきましては、介護保険制度導入以前の制度であり、介護保険制度導入後９年

がたち、介護保険のサービス事業所が充実し、また、この激励金対象者のほとんどの方が介護保
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険サービスをご利用いただいていることから、平成２０年度限りで廃止させていただいた経過が

ございます。これも前回、そういうふうにお答えしたというふうに思いますが、こういった経過

から介護者激励金の復活は現在のところ考えておりません。そのかわりとして平成２１年度から

は介護家族の交流会や、あるいは介護用品の支給対象品目の拡大などを実施させていただいてお

りますので、ご理解いただきたいというふうに存じます。

最後のご質問の自主財源の法人税、たばこ税の減収に伴う新年度予算についてでございますが、

新年度予算で町税は４．４％、約８，３００万円程度の減額を見込んでおり、中でも個人の所得

割、法人税割が大幅な減収となるものと予測いたしております。企業の経営不振や、あるいはサ

ラリーマンについても所得の減収など、大変厳しい状況をあらわす数字であるというふうに認識

いたしております。このような状況ではございますが、地方交付税は、普通交付税が国の出口ベ

ースでは１．１兆円増額されることによりまして、当町でも交付税算入における、さまざまな計

算に基づき、対前年比１億円の増額を計上いたしております。

また、普通交付税から振りかえの臨時財政対策債は、今までの人口規模方式に加え、財源不足

額基礎方式が設けられたことにより、財源の確保ができております。ただ、このような事態がい

つまで続くとは考えられず、早晩、交付税の全体圧縮を想定しなければならないものと考えてお

ります。当町では、平成２８年度から５年間かけ段階的に交付税が縮減され、一本算定になって

まいります。京丹後市でも、それを見越し基金を創設するなど、財政への影響を危惧されておら

れます。当面、税収増など、歳入のアップは見込めないものと考えられますので、歳出の面での

抑制を図りながら必要な施策の推進をしていくことが重要であるというふうに考えております。

以上、多田議員のご質問の答弁とさせていただきます。

議 長（森本敏軌） 垣中教育長。

教 育 長（垣中 均） 多田議員、ご質問の５番目のハイテク社会の時代背景と心の育ちを、どのように

考えられるかと、具体的な取り組みという点について、お答えさせていただきます。多田議員に

おかれましては、先ほど仰せのとおり、平成１９年６月定例議会におかれまして、一般質問で当

時の教育再生会議の土曜日の授業などの提言を踏まえ、高度情報化社会においての子供たちの心

の問題についての考えを伺いたいという質問をされたと思います。そのとき、お答えいたしまし

たのは、時代環境は大人社会の反映であり、学校、家庭、地域がそれぞれの役割をしっかり認識

することが教育の再生につながり、その三者が連携することが重要で、その仕組みづくりへの影

響力をお願いしたいと、答弁したと思っております。

そこで、議員におかれましては、その後の具体的な取り組みというご質問でありますが、学校

におきましては、新学習指導要領への現在、移行期にございまして、新しい新学習指導要領の完

全実施に向けて府や、それから町の指導の重点に基づきまして、大きくは、次の３点を重点課題

として取り組んできております。

１点目は、道徳教育の推進であります。従来からの個人の人格の寛容に加えまして、公共の精

神に基づき社会への参画や発展に寄与し、自然、環境、伝統文化への理解を深め、大切にする心、

また、国際社会などへの寄与など、幅広い態度を養うことがうたわれております。その目標に沿

いまして、各学年に応じて、その道徳性の育成を図ってきているところであります。

２点目は、子供たちとの関係についてであります。子供たちは学校以外でも大量の情報を受け
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取っております。いわば情報の氾濫、飽和状態の中で生活しているわけであります。そのため情

報モラルの習得と、それから、確立ということは必須の、また、喫緊の課題でもあります。ネッ

トいじめなどの情報化の影の部分を配慮したパソコンや携帯電話のモラル教育と指導、また、自

分の思いや考えなどを的確に相手に伝えることができるように言語活動を充実させて、コミュニ

ケーションスキルの育成を図ることとしております。

三つ目は、保護者や地域の皆さんとのコミュニケーションを図ることです。全小・中学校に学

校評議員の設置、学校運営協議会、コミュニティスクールと呼んでいます。の研究校を今年度ま

で２校指定しまして、情報の公開や学校評価などをしていただき、それを活用し、健全にして民

主的な社会の構成員を育成する場としての信頼される学校づくりを図っているところであります。

また、社会教育の分野では、簡単に言いますと、子供や家庭を孤立させない事業の活動と支援を

行っています。幼児期には子育てふれあい広場事業、地域や校区の枠を超えて育児の相談や悩み

を話し合える場づくりや、親子でふれあうことなど、知遊館、あるいは公民館等で行っていると

ころであります。また、小学生対象ではサマーチャレンジ事業を実施して、集団の自然体験や宿

泊体験を通しまして、家庭ではできない体験活動を行い、かつての参加者やＯＢが高校生リーダ

ーとして参加するなど、大きな成果もおさめてきていますし、また、キャリア教育、勤労教育、

職業教育ということでございますけれども、教育の一環として地域の企業や事業所等のご協力を

得まして、職場体験学習等も行っているところであります。

小・中学生対象では、また、各地域の育成会や、子ども会、愛護会などの活動を支援し、地域

の子供は地域で育てようとする活動をも支援してきているところでございます。また、親のため

の応援事業としまして就学前の子供を持つ親を応援しようと、２２年度からはＰＴＡの協力を得

まして全校区で行う予定としているところであります。いずれにしましても、教育委員会といた

しましては、人と人のつながりが希薄化していく中、また、地域社会力、コミュニティ力が弱ま

りつつある状況の中で、子供たちや大人たちの孤立化なくそう、つながりを持とうという、とも

に育つ教育の取り組みを進めるところでございます。

以上、簡単でございますけれども、議員のご質問の答弁とさせていただきます。

議 長（森本敏軌） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） それこそ４年間の総括として盛りだくさん質問をさせていただきまして、それぞ

れに答弁をいただきまして、ありがとうございます。

次に、２回目の質問をさせていただきたいと思いますが、２回目は、その中からさらに３点ほ

どにまとめて質問をさせていただきます。

現在、織物が大変疲弊しておりまして、全盛期の４．５％の生産量となって、大変厳しい状況

であります。当町のおっしゃるように、織物が観光素材として本当に生かせるなら、もう少し大

きくとらえていただいて、織物と観光をリンクさせる仕組みをつくっていただきたいと思ってお

ります。先日、産業建設委員会で商工観光課の新年度の方針を聞かせていただき、ちりめん街道、

観光協会の旧駅舎や旧役場の今後の取り組みを聞かせていただきました。観光よりも、すべて建

物を維持管理することを優先させた事業計画が観光へのストーリーとして描かれているように、

私は感じました。教育委員会が重群建造物などを維持するために、また、地域の皆さんが伝統と

町並みを守り保存されるために、そして、少人数の方に教育旅行として当町の歴史、文化にふれ
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ていただくような発想なら理解はできるんですけれども、現在、疲弊した地域や織物の活性化に

つなげるような発想ではなかったように思います。私たちが望んでいるのは、本町の文化財や史

跡、伝統産業などの町の財産をもっともっと生かして、商業や産業の発展につながるような仕組

みや取り組みをしないと地域や織物の活性化にならないのではないか、そんなふうに考えており

ます。そのためにどう取り組むかですけれども、私は観光協会との取り組み、あるいは業者との

取り組みが、もっともっと重要ではないかなというふうに思っておりまして、町長はその辺をど

のようにお考えか、お聞かせ願いたいと思います。

２点目ですけれども、いろいろと調査をしていただいたようで、先ほど答弁をいただきました

けれども、確かに一部の財産家の事業になってしまう恐れもありますけれども、今、私たちがさ

さやかな財源を金融機関に貯金してもですね、今、０．０２％とか、０．１％とか、５年定期で

０．１２％とか、そういったあたりの金利しかならないわけでして、当町で、そういった財源を、

町民公債を、例えば０．５％の金利していただいてもですね、非常に貯金するよりは有益な資金

になるのではないかなというふうに思いまして、これは一つの手法だなと、大きな銭ではなかっ

ても、そうして財源をつくることによって、また、自主事業といいますか、独自事業ができるの

ではないかなというふうに、私は考えておりまして、もっともっと研究する必要があるのではな

いかなというふうに思っております。単なる公募債で何千万円、何億円という銭を集めるのでは

なく、そういったあたりをすれば、町民も、この景気の悪いときに財源が有効に使える、有益に

使えるし、町の方も仮に、これはできるかどうかわかりませんけれども、今、町の借金の借りか

えに使ってもですね、利子の削減になるのではないかなというふうに思いますので、これはもう

少し、専門家に考えていただいて、もっともっとそういったあたりを利用すれば有益に、双方有

益になるように思いますが、町長はその辺をどういうふうにまた、お考えか、再度、お尋ねをし

ておきます。

それと、３点目は、福祉介護の件で８、９番をまとめてお尋ねしたいと思いますけれども、こ

れも隣町の取り組みで、町長もご存じですけれども、高齢者サポート推進ということで京丹後市

の市長は、高齢化社会は進む中で医療や福祉、介護、年金など、社会的問題は大きいが、平均寿

命が延びた長寿社会は起こるべきと全国の自治体に呼びかけられて、２７市町村の加盟と、百歳

バンザイ推進市町村連絡協議会を設立されました。当然、与謝野町も加盟されていますし、高齢

化社会のために協議会が生かされることを大変期待しておりますけれども、そんな中で当町も

２６．５％と、国の基準を上回った高齢化率になっております。独居４１５世帯や老人３１１世

帯と、年々ふえておりまして、例えば、隣組でも７０歳以上の世帯が８０％の中に、若い世帯が

２０％ほどしかない隣組もできておりまして、大変隣組としての機能がしにくい現象が起きてお

ります。こういった隣組にも何か今後、手だてが必要ではないかと思っておりまして、お年寄り

の安心・安全を考えるときに、私は福祉、介護をあわせ持つ高齢者個人住宅、ケアハウスのまち

づくりを目指していただいて、自助、共助、公助の力で、そのことができないかなというふうに

思いますが、先ほども民間の、そういう専門家がケアハウスに取り組んでおられるとか、それか、

個人でも、そんな申請があるとかいうふうに言われてまして、今後、その辺の支援を町長は考え

ていただけるというふうに思っておりますけれども、やはり町として、その辺をもう少し、全体

を考えた中で高齢化社会の対応を考えていただきたい。隣組にまで波及しているような状況であ
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ります。

それともう一つ、私にとって大切なことなんですが、先ほど介護家族の慰労をしていると言わ

れまして、前の給付金をやめて家族の慰労をしているというふうに言われましたけれども、私は、

そういったことではなしに、例えば、現在の予測では２４年までに、全国で６０万人分の介護施

設が必要と言われていまして、ここ３年で２４万人分の施設をつくるとも言われていますが、確

かに、そのことも大切だと思います。それよりも、もっと家族制度を大切にしたまちづくりが必

要で、介護家族支援制度の確立によって、施設費に多くの資金をかけなくても介護の仕組みがで

きるのではないかと、私は思っております。すべてとは言いませんが、今後そのことも重要だと

思いますが、町長の福祉の町として、どこよりも早く取り組んでいただきたいと思いますが、町

長に再度、お尋ねいたしまして、２回目の質問とさせていただきます。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） １点目の織物と観光とのリンク、どのような取り組みをすべきかという中での、

その観光協会、あるいは業者との取り組みというものが、もっともっと必要なのではないかとい

うことでございました。それも大事なことなわけですけれども、それより以前に、やはりこの町

に住んでいる人たち、とりわけ今、特に出ましたちりめん街道等の地域に住んでおられます方々、

おっしゃるように、確かに保存のためだけであって、何かそういう観光というものにはちょっと

ほど遠いのではないかという、そういうご指摘だろうというふうに思いますが、今後におきまし

ても、やはりそこに住んでいる人たちが、特に自分たちで、どういうふうに、この地域をしてい

こうかということが、まず、大事な点になろうかというふうに思います。それに対して、いろい

ろな観光協会であったり、あるいは事業者であったり、また、町であったりが協力していくこと

になろうかと思いますし、そういう点では、まだまだおっしゃるとおり、そうした取り組みがで

きていないというのが現実だろうというふうに思います。しかし、地域の方たちにも、やはりそ

うした意識が、今回の観光推進ビジョンの策定の中で、いろいろな、そういう思いもお持ちにな

っているようなこともお聞かせいただいております。今後の取り組みとしては、やはりそうした

地元の方たちの話を、やはり関係機関が集まって、もう一度一から話をし合って、協議をし合っ

て、一定の方向を出していくということが大事かなというふうに思いますので、このやっとそう

した計画ができたところでございますので、それらもあわせて十分話し合いをする中で、だれが

するということではなしに、全体で、そういった取り組みをしていく、その中でもとりわけ、ち

りめん街道という名のとおり、織物の栄えたころの、そうした施設、家等々があるわけでござい

ますので、それらを有機的にうまく利用して、一定の観光施設としても活用いただけるような方

向性を今後、地元と協議して、そして、活性化を図っていくという、その仕掛けが大事かなとい

うふうに思いますので、そうした方向で取り組んでいきたいというふうに思っております。

それから、二つ目の公募債ということでございますけれども、先ほど答えいたしましたように、

いろいろと調査したり、研究したりする中で、お答えしたとおりで、いろいろと研究した中では、

こういった非常に低金利のもとでは、そうしたことではなしに、本来の縁故債等々を活用すべき

だというような、町としても、そういう考え方になっております。ですから、このことについて

は、一つの有益な手法ではあるかというふうに思いますが、一定、今の段階では、これに積極的

に取り組むということについては、考えられないといいますか、今は考えていないというふうに
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お答えをさせていただきたいと思います。

それから、最後の、非常に高齢化が進む中で、ちょっと個人の、そういう住宅集合体のまちづ

くりということもあわせてですけれども、非常に高齢化率が上がってきているというものの、あ

る方の調査によりますと、大変うれしいといいますか、先ほどおっしゃいました京丹後市が中心

になって百歳バンザイという、そういうシンポジウムもなさって、そういう組織もできましたけ

れども、中身を見てみますと、京丹後市さん、６万２，０００人のうち１００歳以上の方が

５３人です。与謝野町はといいますと２万５，０００人の中で２８人、これは平成２１年３月末

のことですけれども、それらを宮津、伊根、舞鶴を含めまして考えますと、大体２０万

１，０００人のうち１２５人おられるということです。沖縄県では１３８万人で８３８人という

ことで、これは１０万人換算を、それぞれしますと京都府北部、先ほど言いました与謝野、宮津、

伊根、舞鶴、京丹後市を含めますと６２人、沖縄県では１０万人換算しますと６０人ということ

で、今まで一番長寿だと言われている沖縄県、率からいきますと、それぐらい非常に長寿の方が

多いという長寿社会になっていると、高齢化社会ではありますけれども、そのうちの１００歳を

超える方が、そんだけおられるというふうなことを教えていただいた方がございます。そうして

みますと、やはりこの地域、沖縄もそうですけれども、この丹後地域、やはり自然環境に恵まれ

たおいしいものがたくさんとれる、安全なものがたくさんとれる、そういう地域であることが長

寿につながっているのかというふうに思いますけれども、そういう意味で、元気で手先を動かす

方があったりというようなこともあって、こういう結果が生まれてくるんだろうと、素人ながら

分析をするわけですけれども、そういうことを考えますと、高齢であっても、元気で頑張ってい

ただいている方が多いということだというふうに感じております。そうした中で、今後の長寿社

会を担っていく上で、先ほども申し上げましたように福祉的な施策の中では、いろいろと施設を

建てたり、あるいは、そういう介護の必要な人のための小規模多機能だとか、いろいろな、そう

いう施策もありますけれども、しかし、それだけでは、やはり高齢者の方が、いつまでも長く元

気で過ごしていただくということにならないかというふうに思います。

その中で、私が非常にすばらしいなと思うのは伊根町です。伊根町は、今、言いましたように

２，０００人で３人の方の１００歳以上の方がおられます。伊根町は税金の滞納がほとんどない、

１００％徴収をされております。それから、それだけ高齢者の方が多いので、いろいろな施設が

必要かと思いますと、伊根のおじいちゃん、おばあちゃんは、いやそんな施設には入らんと、死

ぬまで、自分ら元気なうちは、一人、家で過ごすんだと、そして、そのために、お互いに距離は

遠いんですけれども、やはりそういうお互いに助け合うような、そういう人に迷惑をかけないと

いう、そういう精神が非常に多くといいますか、そなわっているところもあるのかなと、それは

現実とは若干違うと思いますけれども、町民の皆さんの心の中に、そういう非常に誇り高いとい

いますか、自分たちは自分たちでやっていくんだという、そういう思いを強く持っておられる方

が多いのかなというふうに思いますけれども、蛇足ながら、そうした気持ちも非常に大事な、今

後、ことになるんではないかと思います。

横道にそれましたけれども、そういう意味で、今後については、非常に手の助けを必要とされ

る方については、やはり町としてもいろいろな形で支援がしていきたいと思いますし、高齢者の

方にとって必要な、そうした個人住宅の集合体のようなものをつくっていく、そういう計画を持
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っておられるところに対しましては、やはり町の方も一定の基準を持った中で、協力できるもの

については支援がしていきたいというふうに考えております。非常にお答えがあちこち行きまし

たけれども、要はいつまでもお元気で、自分のことが自分でできる、そういう人が多く住んでい

ただける、そういう施策を、介護予防も含めまして、総体的に考えていく、総合的に考えていく

必要があろうかというふうに思っております。

以上で、答弁といたします。

議 長（森本敏軌） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） 丁寧にご答弁いただきまして、ありがとうございました。なぜこういうことを言

いますかと言いますと、せっかくいい財産、町の財産があるのに、うたい文句はきれいなんです

けれども、実際に商店が発展しているとか、産業が発展しているとかということが、まだ、目に

見えない状況でして、本当に当町も、よその町のように周辺に集まっていない関係、点在してい

るものですから、なかなか本来の散策するようなまちづくりというのが、できにくい町ではある

と思います。しかし、何とか、この地域の活性化や、それから商業、産業の活性化につなげるよ

うに、そういった財産が活用できた中で、仕組めたらなというふうに思って、いつも言っておる

んですが、それこそ二、三人の方が来られて、この町を知っていただくために来られて勉強して

いただくのは、それはそれで、私は大切なことだろうと思うんですけれども、何せ織物が非常に

よかった町だけに、それにかわる産業ということ、また、地域を活性化させるためには、何があ

るんだろうということになりますと、やはりそういうことを真剣に大がかりに取り組んでいただ

かないとできないと思います。それが、例えば歴史を生かした観光にとりつかれておる例もあり

まして、例えば、うだつの町だとか、例えば、倉吉の白壁群蔵だとかいうところは、町が大きく

かかわって、その中で、町を守るための施策が大きな金額で取り組まれておるような例を見させ

ていただきました。やはり本当に、それが地域が活性化したり、商売に結びつくようなら、そう

いった取り組みで、やはり保存したり、前に進めていく必要があるんではないかなというふうに

思いまして、何かきれいごとだけで済んでしまうと、私たちは地域が高齢化ではないですけれど

も、年寄りで一生懸命頑張ってはおるんですけれども、全体のお若い方々がどうしても流出して

しまうという現象を防ぎたいがために、何かそういったことで芽が出せれたらなというふうに思

っておりますので、そこら辺を真剣に取り組んでいただきたいと思いますし、次に、織物振興で

すけれども、またこれ、京丹後市の例を申し上げて、大変申しわけないんですけれども、独自施

策によって商社や企業と一緒になった取り組みをされておりまして、バイオテクノロジーによっ

てエコ繊維の商品を開発されております。やはりこれは商社が中国に、これからは中国を市場に

するんだということで、そういった取り組みをいち早く職員がキャッチして情報提供をしたり、

そういった中で地元の企業と話し合って取り組まれた事業を今、しておられまして、この前も産

経新聞でしたか、ちょろっとその辺が載っておりました。

それともう一つは、産官学事業の取り組みで、炭素繊維の織物で、例えば飛行機や自動車、宇

宙開発の素材にならないかということで今、取り組んでおられます。これも京丹後市独自のもの

で、織物活性化振興事業ということで取り組んでおられまして、私は何を申し上げたいかという

のは、やはりこういう事業と情報の提供はですね、職員の取り組みでやっておられるということ

が大きな課題だと思います。当町も、そういった本格的な取り組みや仕組みがあってこそ、それ
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こそ若い世代が育つのではないでしょうか、若い方の育成事業だとか、新産業の支援だとか、い

っぱいメニューはつくっていただいておるんですが、実際に、そういう取り組みをしてこそ、一

つずつ、少しずつ生まれてくるんではないかというふうに思いますので、その辺をちょっと申し

上げておきますので、また、お考えいただけたらと思っております。

時間があまりありませんけれども、それから、公募債の導入ですけれども、既存財源や自主財

源が、先ほども減少すると言われまして、こういったときこそ、こういう手法を使うことが町の

活性化につながるのではないかなというふうに、私は思っておりまして、例えばですけれども、

事業をするのは、大変、何かの裏づけがないと、借金するだけでは、これは困るわけですけれど

も、例えば、先ほども言いいましたが大蔵省資金で、ちょっと調べてみますと、大蔵省資金で高

いものが２．８％、財政融資資金で安いもので１．１％、公益企業金融公庫で１．３％から

２．９％の利息を今現在、払っておられますが、これを町民債を０．５％で公募しますと、定期

より魅力が出て、多くの資金を集めて借りかえができるようだったら、そういうことも、例えば

テクニックとして、考えれたら非常に大きな財源になるなというふうに考えますが、その辺も、

また、町長のお考えをいただきたいと思います。

それから、福祉の件ですけれども、自宅介護を望む方が、１分では言い切れません。終わりま

す。またの機会に入らせていただきます。町長、何かご答弁がありましたらお願いします。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） いろいろとご提言や提案をいただいたわけでございます。町がいろいろな事業の

中で、町が大きくかかわっているところが非常に発展してきているというふうにおっしゃってい

ただきましたけれども、そこの、その前段で、やはりそこに住んでいる人が、いろいろなアイデ

アを出して、こうやっていきたい、こうやっていこうというものがあって、町が支援をされてい

る。それが住民の方と協働によって、いろいろと成り立ってきている。あまり町の方からああす

る、こうするということになりますと、さっきの話、重要な、そうした文化財を保全するという、

そういうところでとどまってしまうわけですわね。ですから、それらをやはり、その地域に住む

人たちが、それを生かして、自分たちも一緒にやろうと、それに対して町は十分応援していきた

いというふうに思いますし、今、少し、やはりあせらずに、今、少しそういった気運もできつつ

あるやにもお聞きいたしておりますので、今後取り組みとしては、そういう地元の方々との具体

的な話し合いを協議をして、じゃあ全体で、こういう方向でいこうというものの、そうしたもの

をつくっていく必要があろかなというふうに思っております。そうした点では十分、町としても

大きくかかわってやらせていただきたいなというふうに思っております。

それから、京丹後市さんの取り組みの中で、確かにおっしゃるように産官学が協力をして、そ

して頑張ってやっておられる、非常にいい取り組みだと思いますし、そういうことを推進してお

られることを非常に立派なことだなというふうに思っております。しかし、なかなか、できない

ということではないですけれども、町としてもやはり、そういう取り組みが必要かというふうに

思っております。なかなか一町ではできない部分につきましては、同じ織物の産地でもございま

すので、いろいろと京丹後市さんとの知恵を借りるなり、あるいは、若い人には垣根がございま

せんので、市と町と関係なしに、いろいろなアイデアを持った方が、こちらにも、京丹後市の方

にもおられるやにお聞きいたしておりますし、また、そうした若い人たちの考え方を、やはり町
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も柔軟に取り入れてやっていきたいなというふうに思っております。一つの先進事例として、非

常に参考になる取り組みだというふうに思っております。

それから、最後の資金につきましては、借りかえ、政府資金につきましては借りかえができま

せん。それといろいろなお借りになった分について、町が、その利息を大変持ち出していかんな

んということです。そうしていきますと、特定の資産家の方だけにしかメリットがない施策にな

りますので、そうではない、もう少し多くの皆さんが借りやすい、そういった方向を考えること

の方が大事ではないかなというふうに考えてのご答弁でございますので、その辺、ご理解がいた

だきたいと思います。

１ ２ 番（多田正成） はい、ありがとうございました。

議 長（森本敏軌） これで多田正成議員の一般質問を終わります。

次に、２番、畠山伸枝議員の一般質問を許します。

畠山議員。

２ 番（畠山伸枝） 日本共産党の畠山伸枝です。通告に基づきまして、一般質問、２点質問をさせて

いただきます。

一つは介護保険制度に、介護保険利用料に減免制度をというものです。介護保険制度が始まっ

て間もなく１０年になります。発足当時から保険あって介護なしにならないかとか、保険あって

介護なしだと言われてきたわけですけれども、その実態は１０年たって深刻になっています。

１割の利用料という応益負担が低所得者には大変な負担になり、介護サービスを受けられない状

況をつくり出しております。５万円足らずの国民年金の中から介護保険料、後期高齢者医療の保

険料などを天引きされ、わずかな年金で暮らす人々には介護が必要になっても、サービスを受け

る余裕が全くないような状態です。そもそも高額所得の人も低額所得の人も一律で１割負担とい

うのはおかしいのではないかと私は思っております。介護保険制度が始まるまでは、よほど高額

所得の人はヘルパーの利用料を払っておりましたけれども、大多数の人、ほとんどの人が無料で

ヘルパーさんのサービスを受けておりました。利用料の表を見たことがありますけれども、大変

細かく分けてあったことを覚えております。

介護保険制度ができたことによって、切実に介護を必要とする高齢者を介護から排除する結果

となっているのが実情です。１割の自己負担が高額になったときの低所得者に対する配慮は一応

はあります。けれども、これは申請により、上限が１万５，０００円ですので、その金額そのも

のも高いわけですけれども、それを申請によって高額介護予防サービス費として、後から支給を

されるというふうに説明書ではなっております。

１万５，０００円が高額である上に、さらに一たん払わなければならないということは、もう

低所得者に対して配慮が全く足りない。事実上は、もう受けられないということであります。で

すから、介護を受けられない人が出てくるのは本当に当然の話です。また、介護のために離職し

た人がふえております。その方たちには当然、収入がなくなるわけです。そういう意味でも介護

をさらに困難にしております。上限の１万５，０００円以上は払わなくてもよいようにするなど、

今ある制度をほんの少し改善するだけでも違いは出てくると思います。町独自の減免制度、それ

とはほかに町独自の減免制度をつくって、低所得者にも介護を保障するべきではないかと思って

おります。町長のお考えをお聞かせください。
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次に、橋立中学校の学校給食の実施をということです。宮津市も与謝野町も実施を表明されて

いるというふうに、私は思っております。ですから、問題は、いつから始めるかになってくると

思いますが、それについて、次の２点についてお尋ねをいたします。一つには、宮津市が実施を

表明されているということを確認されましたでしょうか。二つ目に、宮津市の学校統廃合の結果

が出てからというようなことを言っておられるのですけれども、すぐに始めても何も問題がない

と思うのですけれども、これもどうでしょうか。

一部の中学校では宮津市もやっているわけですから、どんな形であれ、やるということはでき

ると思います。また、学校再編につきましては、学校再編であるとか、統廃合につきましては、

宮津市の子供さんたちが橋中に来るかどうかということについては、それほど問題にならないの

ではないかと思います。自校方式ならば、話は別になりますけれども、センター方式であれば、

人数が変わるだけですから、すぐに始めても支障がないのではと考えております。今、大変な不

況で、仕事を、自分の都合のよい時間帯に仕事に行きたいとか、選ぶ余裕がありません。当然、

お弁当をつくる余裕の、ゆとりのないお母さんもふえております。栄養なんていうことはもう考

えるひまもなく、きょうはパンでも買いなさいというふうにお金を渡すというようなお母さんも

ふえていると聞いております。今、食育という言葉もだんだん知られるようになり、関心も高ま

っていると思います。何より子供たちの健康問題として給食は大変重要だと思っております。で

きるだけ早く実施していただきたいと思いますが、どこまで進んでいるでしょか。これについて

第１回目の質問とさせていただきます。

議 長（森本敏軌） 答弁を求めます。

太田町長。

町 長（太田貴美） 畠山議員、ご質問の介護保険利用料に減免制度をについて、お答えいたします。

平成１２年４月にスタートいたしました介護保険制度は、ことしの３月末で丸１０年が経過いた

します。この間、行政といたしましては、この制度を支えていただくマンパワーの育成や、サー

ビス事業所の整備に対する補助をさせていただいたほか、要支援者に対するケアプランの策定を

町直営の包括支援センターで実施するなど、介護や予防が必要な方に利用いただきやすい体制づ

くりを町内事業所と連携しながら整備してまいりました。こういったことにより、与謝野町では

高齢者の介護相談の窓口やサービス事業所も多くなり、介護が必要な方が利用しやすい支援体制

ができつつあります。ご質問の介護保険サービスを利用する際の一部負担金の減免制度につきま

しては、昨年９月議会で野村議員のご質問にお答えしておりますように、介護保険サービスを利

用された場合、原則、利用料金の１割負担のところを、低所得者の方に対しましては食事代や、

あるいは居住費の減額、または社会福祉法人の利用負担等の軽減をさせていただくとともに、高

額介護サービス費の支給などの軽減策を実施しております。また、医療と介護の１年間の自己負

担額について、限度額を超えた額を給付する高額医療、介護合算制度が創設され、一層の負担軽

減が図られることとなっておりますので、ご理解がいただきたいというふうに思います。

以上、甚だ簡単でございますが、畠山議員への答弁とさせていただきます。

議 長（森本敏軌） 垣中教育長。

教 育 長（垣中 均） 畠山議員さんの、私への質問に答えさせていただきます。橋立中学校の学校給食

の実施につきましては、この件につきましては、本議会におきましても、ご質問がありまして、
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そのときに橋立中学校で学校給食に取り組むとするならば、給食センターで受け入れることは可

能であり、実施に向けて研究を進めていきたいという答弁もさせていただいているところであり

ます。それからまた、議員もご承知のとおり昨年度、岩滝地域と宮津市の保護者の方々が中学校

組合の管理者であります本町、太田町長のところに要望をされました。したがいまして、それを

受けまして、私どもといたしましては、組合、教育委員会の会議の中で宮津市の見解、考えも伺

ってきているところでございます。しかしながら、議員も先ほど、おふれになられておりました

ように、宮津市といたしましても、今、大きな問題として学校の統廃合問題を取り組んでおられ

ます。それから、また、ご承知のとおり宮津市の他の中学校の問題もございます。また、当然、

実施するとなりますと、経費の方もかかってきます。それらのことを総合的に考えて、検討して

いる最中であるという、そういうお答えをいただいているところでございます。したがいまして、

私どもといたしましては、やはり組合でございますので、相手のあることでございますから、や

り宮津市さんとの調整ができなければ実施をしていくことはできないと、そのように考えておる

わけでございます。確かに２番目に、今すぐ始めて、問題ではないかというご質問でございます

けれども、今、述べましたような事情で、やはり宮津市との調整ができなければ実施することは

できません。しかし、そうは言っておりましても、それが調整できますと、やはり、それこそ、

すぐ始める必要があろうかと思いますので、そのための研究はさせてもらっているところでござ

います。一つには、やはり給食を始めるとしますと、まず、学校の施設におきましては、給食を

搬入していく、その施設の整備が必要となります。それからまた、同時に供給する給食センター

におきましても、今のままというわけにはいきません。やはり調理する食数がふえてくるわけで

すので、若干の改善、改造等も必要になってきます。それらにつきましては、それぞれ担当の方

に実施することを仮定にしたときに出てくる問題として、検討するようには指示をしているとこ

ろでございます。いずれにいたしましても、くどいようでございますけれど、組合でございます

ので、宮津市さんとの間で調整ができれば、学校給食を橋立中学校においても実施していきたい

と、そのように考えてる次第でございます。以上、答弁とさせていただきます。

議 長（森本敏軌） ここで質問の途中ですが、暫時休憩します。

午後１時３０分再開します。

（休憩 午前１１時５８分）

（再開 午後 １時３０分）

議 長（森本敏軌） 休憩を閉じ、一般質問を再開します。

畠山議員。

２ 番（畠山伸枝） 先ほど答弁をいただきました。町長におかれましては、与謝野町はいろいろと、

設備であるとか、制度的にも、とても頑張っておられるということで、その点については本当に、

よそらかも、うらやましがられるようなこともたくさんありまして、いいと思うんです。それで、

減免制度のことなんですけれども、先ほど社会福祉法人減免のことを言われました。けれども、

これは１割負担の中の４分の１を割り引くことができるということですけれども、その３分の

２を法人が負担しなればならないわけですね。そして、３分の１を町が負担するわけですけれど

も、だから法人がやりますと、減免やりますというふうにならないとできない。与謝野町では、

していただいてるようですけれども、この減免を受けるにもかなりハードルが高いということで、
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言いたいのは、施設入所をされている方には、食事代が安くなるとか、ほかにも本当に生活保護

を受けられるような方にはほとんど負担なしで入れるとか、本当に低所得の方に対するいろいろ

な特典といいますか、そういうのがあるんですけれども、家庭介護は、本当に厳しい実態がある

と思っております。そういう意味でも家庭での介護に、もっともっと援助をするべきできないか

ということが、私の思いです。

そして、これはちょっと介護保険料のことになるんですけれども、基準額５万３，３００円で

すので、その中で年金を受けている方で全員、世帯全員の方が町民税非課税の場合は２万

４，０００円、これを６回に分けて年金から引かれるわけですね。そして、悪いことには、本人

が国民年金で５万円どころか、もっともっと低いという方でも、家族に町民税を払っておられる

方があれば、年間４万８，０００円にもなるということです。６回で割りますと年金をもらうた

びに８，０００円も年金から天引きをされるわけですね。さらには、後期高齢者の関係では２年

ごとの料金見直しで、来年度からは後期高齢者医療の保険料も引き上げになります。これは不均

一賦課、ちょっとよくわからないのですけれども、この特例というのがあったわけですね。保険

をあまり、老人医療を使わない地域では、割り引きをするということで１７点何％かの割り引き

があったわけですけれども、これを徐々に２年ごとに元に戻していくということで、府下の自治

体の料金を段階的に同じにしていくことが目的ですね。ですから、これは初めから決まっていた

わけです。だから、当然のことながら、その分が値上がりになります。保険料が上がるわけでは

なくて、料金の是正だと言われれば、それまでなんですけれども、少ない年金から引かれる金額

が、どんどんふえていくということは、大変な痛手なわけです。ですから、お年寄りの方は年金

が毎年減るだと言われるんですね。いや、そんなことないんですけどと言って、言っているんで

すけれども、引かれる金額は確かに多くなっていますかから、その分、年金が目減りするという

ことです。

その上、介護サービスを受けるには利用料が高いということですね。もう病気もできひんし、

介護なんてとんでもないと、介護なんか受けれないと言っておられる方が大勢おられます。既に

介護を受けている人の中にも、介護度１からちょっとひどくなったので、今度は３ですと言われ

た方が、介護度が上がると利用料も上がるということで、頼むから介護度１のままでおいといて

なと、頼むで、介護度を上げんといてなという方があるというふうにも聞いております。本当に

悲しい話です。本来なら介護度が上がれば、たくさんサービスが受けられるわけですから、あり

がたい話ではあると思うんですけれども、お金がないために、このような話になるということで

すね。１万５，０００円の上限があるんですけれども、実際には、それはとても払える金額では

ないんですね。１万円でとめようとか、もっと５，０００円で抑えられるようにしようとかいう

ことです。だから介護が受けられないというのが現実だと思います。そのためにも、介護が必要

な人が、介護が本当に受けられるように国民年金だけで暮らしておられる低所得の人には、無料

で必要な介護を受けられるぐらいにするべきではないかと考えております。

そして、独自減免をする自治体も３００以上にふえてきているということですので、ぜひぜひ

将来的には、どうかと、お答えにくいかと思いますかけれども、ぜひぜひ視野に入れて考えてい

ただきたいと思います。

次に、給食ですけれども、教育長の答弁をいただきまして、かなりセンターも受け入れ大丈夫
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と、多少の施設の整備とか、いろいろとあるとしても大丈夫ですと、それで、宮津との調整の中

に統廃合のことや他校との関係、経費負担など入っておりました。けれども、本当に必要なこと

は何なのかということを考えますと、与謝野町として早期に実施する方法でやるには、調整とい

うよりも、与謝野町はやりたいんだという前向きの説得のような姿勢が必要なのではないだろう

かと思います。現に２校はやっています、１校だけが受けていられないわけですね。経費負担の

ことが話に出ておりました。けれども、宮津市は財政が悪い悪いと今まで言われておりましたけ

れども、今少しずつ財政もよくなってきて、ゆとりが出てるんじゃないかなと思える節がありま

す。ということは、子供の医療費も今度、中学校卒業するまで無料化をしようかということが議

会で決まったようです。文化的な行事もしておられます。ですから、厳しい財政ではあるけれど

も、本当に必要なことならば、前向きにしようと思っておられるんじゃないかなと推測するわけ

ですけれども、できるだけ早く実施していただきたいと思います。

宮津市の都合で、与謝野町の子供たちが給食を受けられる子と、受けられない子とに分かれる

ということは、やはりよくないと思いますので、ぜひとも前向きに説得型でやっていただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 畠山議員さんの２度目のご質問にお答えいたします。

非常に財政といいますか、それぞれの暮らし向きの中で、特に高齢者の方たちが非常に厳しい

状況にあるというのは十分承知はしているわけでございます。将来的に、そうした人たちに対し

ても減免をということですけれども、なかなか町でということになりますと、今でも大変厳しい

状況の中で、難しいかと思います。やはり国の施策の中で、そうした細かい手だてまでを考えた、

そういうシステムを構築していただくことが大事ではないかなというふうに思いますので、先ほ

どからお聞きいたしました点、やはりまた、町村会あたりから、全国町村会へ言っていただける

ような、そういう要望もしていきたいというふうに思っております。

それから、一つ低所得者の方で月１万５，０００円を超えた部分を、一たん全額支払いをし、

その後、償還払いにするということにつきまして、介護保険では低所得者の方が一月の利用料金

が１万５，０００円を超えた場合は、限度額を超えた部分について償還払いをしております。そ

の対象になるであろう方については、福祉課から通知をし、申請をいただいておりますが、１回

申請をしていただきますと、あとは自動的に振り込むようにさせていただいておりまして、毎月、

申請をいただかなくもいいようにしておりますので、そういう点もご理解いただきたいというふ

うに思います。

議 長（森本敏軌） 垣中教育長。

教 育 長（垣中 均） 畠山議員さんの、私への再質問に対して答弁させていただきたいと思います。

まず、先ほどの質問でお答えしましたように、与謝野町教育委員会といたしましては、先ほど

本議会で橋立中学校の給食の実施についてのご質問に対して、する方向で研究するという答弁を

させてもらいましたということを申し上げました。したがいまして、それは、私どもとしまして

は、やはり給食そのものの必要性の問題と、それから同時に合併をいたしましたということでの

行政サービスの平準化という点からも、これは必要なことだというふうに与謝野町の教育委員会

としては認識しておるわけでございます。しかしながら、橋立中学校は中学校組合でございまし
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て、そこにも当然、中学校組合の教育委員会があり、教育委員会議を持つわけでございます。し

たがいまして、橋立中学校の給食問題のことにつきましては、そのかたいようなことを言うわけ

ですけれども、手続的には、あるいは機関的には、やはり中学校組合教育委員会の課題になるわ

けでございます。その意味で、これは極めて組合の問題でございまして、その点をしっかりと踏

まえていかなければならないと、そのためには、やはり宮津市さんとの調整と、それを重視して

いかなければ当然ならんわけです。ただ、その立脚点としまして、私どもは議会の皆さん方のご

賛同も得ておるわけでございますので、与謝野町の、その立場を踏まえて、宮津市さんの方との

話は、やはり進めていかなければならないと、そのように思っております。

口幅ったくて失礼かもしれませんけれども、そういう中学校組合の問題でございますので、こ

の質問はできますから、中学校組合議会がございますので、そこでしていただくと非常にありが

たかったかと、そのように思っております。終わらせていただきます。

議 長（森本敏軌） 畠山議員。

２ 番（畠山伸枝） 町長のお話の中で、これはもう自治体だけでは非常に厳しいんだと、ぜひとも国

でやってもらいたい問題だというような趣旨の答弁があったと思うんですけれども、全くそのと

おりでありまして、それはそうだと思います。介護保険がスタートをしてから１０年たつわけで

すけれども、介護殺人であるとか、心中とかの事件が４００件もあるわけですね。だから、こん

な中ですから、もう当然、国が考えなければいけないということはどんどんどんどん、政権も変

わったことですので、国会の方ではやっていただくということで、独自には難しいと思いますけ

れども、視野には入れていただきたいなと思います。

それから、教育長におかれましては、大変原則的なお言葉が最後の方で出てきたわけですけれ

ども、私は、もちろんまた、組合議会でも、この質問をやっていただいたらいいんですけれども、

どちらの、宮津市長さんも前向きでおられるわけですので、近い将来、給食が実現するものと、

楽しみにしております。

これで私の、本当に最後の一般質問になりましたけれども、後期高齢者医療制度でありますと

か、介護保険の問題、そして、子供を取り巻く環境の問題とか、取り組まなければならない問題

は、まだまだたくさんあるわけですね。今後は議会からの、外から取り組みをすることになりま

すけれども、今後、さらなる町政の発展をお祈りして、私の質問を終わります。ありがとうござ

いました。

議 長（森本敏軌） これで畠山伸枝議員の一般質問を終わります。

次に、７番、伊藤幸男議員の一般質問を許します。

伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） それでは、私は日本共産党の伊藤幸男です。私は事前通告に基づき、第１点目は、

低所得層対策。第２点目に、町を取り巻く課題と地域協議会の創設課題。第３点目は、防災訓練

の対策。第４点目は、与謝野町の財政に重大な影響を与える国の予算、いわゆる新政権の地方交

付税など、地方財政対策について、この４点について一般質問を行います。

今回、今期最後の一般質問です。質問に入る前に、初めに、この４年間、私の表現力が品格も

なく未熟で、不十分なために理事者の皆さんに大変ご迷惑と、厳しい言い方や無礼な言い方でひ

ど過ぎる暴言に近い発言もあったのではないかと反省しております。おわびを申し上げたいと思
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っています。これもひとえに地方自治法の本旨である住民の命と暮らしを守ることと、与謝野町

政を一層よくし、住みよい町をつくりたいという、私の信念の思い、真剣な思いからであり、許

していただきたいと思います。

同時に理事者の皆さん方が冷静に、そして丁寧な、しかも的確な答弁をいただいたことにも心

から感謝を申し上げたいと思っています。本当にありがとうございました。

それでは、第１点目の低所得者層の対策についての質問に入ります。自民党、公明党の旧政権

の構造改革路線による連続的な社会保障切り捨て政策や、地方交付税の削減による地方切り捨て

政策によって、地方経済はかつてない深刻な危機に直面しています。それに繰り返し、繰り返し

述べているように、与謝野町の住民所得は従来から、府下でも最低クラスであります。特に加悦

地域の住民所得は旧３町の中でも最低の状況であり、多くの町民は厳しい暮らしを余儀なくされ

ています。加えて１００年に一度と言われる世界金融経済の危機で、深刻な地域経済が、この地

方にも一段と厳しさを増しています。とりわけ低所得者層では、生活を維持することすらできな

いような大変深刻な事態に立たされて、精神的にも落ち込み、うつ状態に陥ったり、強いては自

殺まで起きるような事態さえ生まれているという点であります。私は、こうした悲惨な事件に遭

遇した関係者の１人として二度と、こうして被害者は出してはらないと、強く決意をしています。

また、この間、私に寄せられた生活相談の中で、一例を紹介したいと思っています。６０代の

男性のＡさんは、ひとり暮らし、家屋は老朽化して腰痛で通院し、仕事もできず、厚生年金を月

に６万２，０００円受け取っていました。唯一の収入は、この年金だけです。旧加悦町の方で、

自動車もバイクもないので、週に一、二回、知人の車を借りて買い物をし、つつましい、貧しい

暮らしをしてまいりました。ところが、住まいが、家屋が朽ち果てていく中で、寒い冬を迎え、

持病の腰痛が悪くなり歩けなくなるような状態になり入院をせざるを得なくなりました。こうい

う状況のもとで生活保護の相談をしたわけですが、京都府の担当職員から生活保護基準は、月に、

１人ですから、６万２，５００円であり、わずか数千円しか支給できません。通った場合でもで

すよ、とのことでした。Ａさんは競馬や競輪、パチンコなど、むだ遣いをしたことはありません。

私はＡさんの暮らしを見て、今の時代、このＡさんの暮らしが憲法でいう文化的で最低限度の生

活と言えるのですかと、担当者に言わざるを得ませんでした。今、Ａさんは、持病の腰痛を抱え

たひとり暮らしですが、１カ月６万２，０００円で暮らしていけると、皆さんはお思いでしょう

か。これで近所づき合いができるのでしょうか。これ以上の節約をどうせいと言うんでしょうか。

とても暮していけないと、私は思っています。

テレビなど、マスメディアは、おもしろおかしく生活保護の不正支給の問題を取り上げて、全

国で蔓延しているかのように、まことしやかに報道されていますが、今、述べたようなリアルな

現状、深刻な実態をもっとまじめにすべきだと、怒りさえ感じています。このような暮らしの深

刻な生活相談が、形は違っても、まだまだたくさんあります。今までも何度か申し上げましたが、

大企業言いなりの旧政権の時代から、これらの政府によって低賃金化政策、使い捨て労働政策そ

のものです。この結果、ワーキングプアが急増したこと、これが全国に広がっていること。その

上、京都府下で町民所得が与謝野町では最低クラスであるわけですから、この町の今の与謝野町

政にとって、この低所得者対策というのは欠かすことができない重要な課題の一つになっている

と思っています。
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もう一つ述べておきます。今、ヨーロッパなど、世界の先進国では医療費や子供の教育費が無

料になっているんです。国のＧＤＰの占める割合や、また、予算の配分を見ればわかることです

が、ヨーロッパなどでは教育費や医療費などの予算比率が明確に高い割合で配分でされていると

いう点であります。

それでは、第１点目の低所得者対策の質問に入ります。一つ目は、小・中学生の教育費負担の

軽減対策として、従来から取り上げている就学援助の問題についてであります。全府下自治体や

近隣自治体の適用状況に対して、町民所得が低い我が町の適用状況を見たとき、この就学援助制

度は極めて不十分であることは明確であります。わかりやすく述べておきましょう。宮津市の適

用率は約２０％、これに対し本町の場合１２から１３％、逆に低くなっていることです。ですか

ら、実情にふさわしく就学援助の見直し拡充を行うべきではないのかなと、このように考えてい

ます。

二つ目、子育て世代に大きな家計負担の比重が高いのが保育料であります。保育料の場合、国

の一番財源化によって保育事業補助金の実質的削減が背景にありますが、現在、自治体が独自に

保育料をつくる権限も持っています。この間、住民の声を取り上げてきた日本共産党議員団が要

望をいたしまして、２年前から低所得層世帯の保育料の引き下げを行っていただきました。しか

し、少子化対策や子育て支援の立場から、今こそ、もう一歩進んで保育料の引き下げを行うべき

ではないかと、このように私どもは考えているわけであります。

三つ目、この低所得者層の対策をどう判断されているのか、具体的な対策が必要だと私は思い

ますが、どのようにお考えなのか、お聞かせいただきたいと思います。

次に、第２点目、町を取り巻く課題と、地域協議会の創設課題について、質問をします。今、

住民が社会に参加、参画する時代を迎え、新しい時代に入ったと考えています。その要因、動機

はさまざまですが、私は今の暮らしを取り巻く環境が急激に悪化し、将来不安が高まってきた現

状に対し、どうにかしなければという住民の自覚的意識の高揚にあると考えています。私は今こ

そ住民が行政に参画する道を開き、その仕組みや制度を具体化すべきときだと判断しています。

太田町長は、住民の声を生かす町政という政治的立場をとっており、その目標の柱が私は、地域

協議会、名前を変えれば、俗に言われているようにまちづくり協議会であると考えています。こ

の４年間をとってみても、少子高齢化と過疎化が急速に進み、独居老人や老人家庭が急増する中

で、多くの住民が安心して住み続けるため、現在と将来に大きな不安を抱えています。これは与

謝野町にとって高齢者対策は緊急な最重要課題だと感じているわけであります。こうしたことで

介護施設の入所待機者の数は１８０人もあると聞いています。これは何年先に入所できるのか、

全くめどが立ちません。

そこで第２点目、町を取り巻く難題と、地域協議会の創設問題についての質問に入ります。

四つ目の質問は、特養ホームなどの介護施設を新たにつくるべきではないのかという点です。

在宅介護のスタイルも急速にふえ、働きたくても在宅介護で働けない。でかけることもできない

ことさえある。高齢世帯での介護で疲れ果てている。もう限界である。ひとり暮らしのため、急

な病気で倒れたらどうなるのか不安でたまらない。このような深刻な声を各地で聞きます。現在

の厳しい労働環境も背景にあり、家庭介護のために仕事をやめる人も出てきています。多くの年

寄りからも、ぜひ特養ホームを早くつくってほしいとの切実な声も出ているわけであります。
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五つ目、在宅介護の拡充対策の問題であります。この質問項目の事前通告で、従来７万

５，０００円の在宅支援、このように通告しておりましたが、私の勘違いで、正確には、従来、

年間５万円の介護激励金でした。訂正しておわびをいたします。この介護激励金があったわけで

すが、町の行政改革推進のもとで、現在、廃止されています。せめて介護にかかわる在宅支援を

もっと拡充すべきではないのかと、これも関係者の強い要望であります。

六つ目、独居世帯や老人世帯がふえ、四日も五日も家から出ていないので、ほかの人に会った

ことがないという声まで聞かれます。私は、ここは助け合いですね、地域で助け合い、支え合う

小集落づくりが緊急に求められていると考えています。各区では、区ではふれあいサロン事業な

ども進められていますが、行政が指導性を持って、このような小集落づくりに本格的な支援が必

要ではないかというふうに考えているわけであります。おのおのの小集落には、お年寄りも寄り

合える、たまり場といいますか、集える場づくりですね、これが欠かせないと思っていますが、

町長はどのように判断されているのか、伺いたいと思います。

七つ目の質問、安心できる介護を進めるために行政担当や介護ヘルパー、ケアマネジャー、医

師、民生委員さんや集落の担当者も加えたきめ細やかな集団的連携の支援体制の構築が必要にな

っていると私は考えています。どのように、この点は考えておられるか、見解をお聞かせくださ

い。

次に、第３点目の防災対策の問題です。これも以前に取り上げたことがあるわけですが、改め

てお答え願いたいと思っています。町では防災計画も立てられ、防災訓練も毎年行われています

が、区や集落によっては具体的な防災訓練ができず、住民の協働体制が極めて不十分な状況にあ

ると考えています。

質問項目に入ります。八つ目の質問は、防災訓練については住民に認識共有を図るとともに、

地区集落の実情に合った実践的、効果的な具体化をすべきではないかという点であります。

九つ目、また、防災訓練については、町役場の指導性とともに、集落の自発的な取り組みをも

っと支援することが大事ではないかという点であります。

１０番目、さきに上げた質問項目の６番、７番、８番、９番の質問内容は地域協議会、言いか

えますと、まちづくり協議会の重要な役割の一つだと考えています。その意味で、また、置かれ

ている状況からも地域協議会、まちづくり協議会の創設が欠かせないと、私は思っていますが、

町長はどのように判断されているか、伺いたいと思います。

最後に、第４点目、新政権の地方財政対策の質問に入ります。ご存じのとおり、昨年夏に民主

党中心の政権が誕生し、初めての政府予算案が出され、既に国会審議が始まっています。

１１番目の質問、新年度の地方財政対策をどのように判断しているか。

そして、最後に１２番目の質問です。本町の予算編成と地方交付税などの見通しについて、伺

いたいと思います。今回の質問で、先ほど述べた地方協議会、まちづくり協議会の問題はかなり

雑駁な表現でありましたし、まだまだ、肉づけすべきことや、補正すべき点もありますが、趣旨

をくみ取っていただいて、答弁していただければと思っています。

以上で、私の一般質問の第１回目の質問を終わります。

議 長（森本敏軌） 答弁を求めます。

太田町長。
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町 長（太田貴美） 伊藤議員ご質問の１番目、低所得者層の対策についてにお答えいたします。まず、

１点目の就学援助制度の見直し、拡充をすべきではないかについてでございますが、議員もご承

知のとおり、当町の場合は他市町のように一定の数値でもって認定を可否を判断するのではなく、

申請者本人の実情を十分把握し審査させていただいております。審査をする場合、他市町の数値

をもとに認定する方法も参考までに取り入れ、また、年度途中であっても、実情に即して就学援

助が必要な場合には援助を受けていただいております。昨今の深刻な経済状況や母子家庭がふえ

つつある現状にかんがみ、当町では実態を十分把握することに重点を置き、就学援助を認定いた

しておりますので、ご理解が賜りたいと思います。

次に、２点目、３点目についてお答えいたします。先ほど多田議員への答弁でも少しふれてお

りますが、保育料の徴収につきましては、国から保育料徴収金基準額表が示されております。与

謝野町では、この基準額表を参考にして、独自の表をつくっておりますが、国の基準額表と比較

した場合、基準額より低い額の設定をしておりますし、平成２０年度からは町民税課税対象者の

階層を均等割のみ世帯と、所得割の世帯に分けまして、さらに均等割のみの世帯については保育

料を減額してまいりました。また、子育て支援策については、保育料の減額だけではなく、中学

校までの医療費助成や時間外保育、一時保育、学童保育、子育て支援センターなどの事業も継続

で実施しており、多くの予算を使うこととなります。こういったことから、現在のところ、さら

なる保育料の減額は考えておりませんのでご理解いただきたいというふうに思います。

次に、２点目の町を取り巻く課題と地域協議会創設についてでございますが、まず、１点目の

特別養護老人ホームなど、介護施設を新たにつくるべきではないかにつきましては、与謝野町は

合併当初から特別養護老人ホームなどの大型入居施設の普及も、住みなれた地域に密着した小規

模な介護施設、障害者施設の普及促進を図ることを基本として、在宅福祉と地域福祉の向上を目

指してまいりました。その成果として、平成１９年度から平成２１年度にかけまして、小規模多

能型の居宅介護施設、認知症対応型共同生活介護施設、介護予防専用デイサービスセンター、聴

覚言語障害者デイサービスセンター等、非常に多くのサービス事業所の整備を行ってまいりまし

た。しかし、議員、ご指摘のとおり、少子高齢化、過疎化、核家族化がますます進む中で、家庭

介護力や地域力が低下し、地域に住み続けることへの不安感が高まっております。そのあらわれ

が特別養護老人ホームへの入居申込者の増加だというふうに思っております。

平成１９年度６月の調査では、約１６０人であった待機者が平成２１年６月時点では、約

１８０人に増加しております。こうした状況を受けまして、与謝野町における新たな施設整備の

必要性や可能性について、現在、福祉課で前向きに検討をさせているところでございます。

次に、在宅支援をもっと充当すべきではないかについて、お答えいたします。現在、与謝野町

における介護保険事業外の在宅支援策としましては住宅改修助成事業、日常生活用具給付事業、

高齢者生きがい活動支援デイサービス事業が、主なものとなっております。また、介護保険事業

内で町の独自性が発揮できる事業として、地域支援事業がございます。その中では特定高齢者介

護予防事業、配食サービス、介護用品支給券、家族介護慰労金等の事業を実施しております。

議員、ご指摘のとおり、在宅における介護支援策は大変重要な施策と思いますが、介護保険事

業における町の負担額は、平成２２年度当初予算ベースで約３億３００万円、前年対比３．４％

増と見込んでおり、年々増加する傾向にあり、現状においては、次々に新たな支援策を講じるこ
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とは困難と判断しております。しかし、一方で与謝野町は全国でも珍しいと言われております地

域密着型サービス事業所や障害者福祉施設の設置に対して、上限１，５００万円の助成を行う与

謝野町地域福祉空間整備事業交付金制度を平成１９年度に創設いたしました。この制度は平成

２１年度限りの時限立法としておりましたが、さらに平成２２年度から２年間の制度延長を図る

考えとしております。この制度は直接的には個々への支援とはなりませんが、間接的に大きな在

宅支援策となっていることをご理解いただきたいというふうに存じます。

次に、たまり場、憩える場づくりについてでございます。昨今は大都市だけでなく、田舎でも

高齢者の孤立化、孤独化が進展しているようで、与謝野町も例外でないというふうに思います。

向こう三軒両隣という言葉も、今や死語となりつつあります。そうした中で、小集落の中でたま

り場、憩える場の必要性についてご質問をいただいているわけですが、集落とは地域の文化だと、

私は考えております。したがいまして、地域地域の、それぞれの特性や、しきたりなどがあり、

その中でたまり場であったり、憩いの場が成り立つものであるというふうに思いますので、行政

が指導してつくるものではないというふうに考えておりまして、地域の力でぜひ向こう三軒両隣

の復活を図っていただきたいというふうに思います。

現在、町では災害時要援護者台帳の作成を進めておりますが、名簿が整いましても避難支援等

をしていただくご近所さんがなければ、何の意味もございません。そういった意味でも地域のき

ずなの再強化を図る必要があるというふうに考えておりますので、議員におかれましても、ご協

力をよろしくお願いいたします。

次に、介護の集団的連携の支援体制の構築についてでございますが、介護保険分野、障害者福

祉分野ともに、サービス利用者ごとに調整会議を行ったり、困難事例等については、地域ケア会

議や自立支援協議会専門部会などで検討会を行うなど、緊密に連携を図っていただいております。

また、平成２２年１月２０日に与謝野町福祉事業連絡会が発足し、町内の高齢者施設や障害者施

設等、２０事業所による連絡会が発足され、さらなる施設連携が図れるものと期待いたしており

ます。今後もさらに連携強化を図り、利用者にとってもっと有効なサービスの提供や支援か行わ

れるように、そうした配慮をしたいというふうに考えています。

次に、３番目のご質問、防災対策についての１点目と２点目でございますが、議員のご存じの

とおり町の防災訓練は合併後、区長連絡協議会からの要望でもあり、例年３月の第一日曜日に町

内一斉に実施しております。訓練の想定は水害や地震想定でございまして、去る３月７日にも地

震想定による訓練を実施したところでございます。当町の主眼としている訓練内容は、全町民参

加の避難訓練、安否確認訓練、被害情報収集、伝達訓練を主な柱として町民の方々の防災意識を

高めつつ、特に地域での自助、共助の部分の向上を目的に実施しております。また、各地域にお

いても、それぞれに温度差があるのが現状ですが、町全体の避難訓練終了後に区独自の訓練を実

施されている地域もございます。その内容は、区全体で消火栓の点検を兼ねた消火栓放水訓練を

していただいたり、あるいは地域の福祉施設と連携した炊き出し訓練など、積極的に実施されて

いる地域もあると聞き及んでおります。

災害当初において、地域の命や財産を守れるのは、まず、自分自身であり、次に、そこに住む

地域の人たちでございます。自助、共助の役割を十分に担えるよう、日ごろから自主防災組織が

中心となって、地域の防災活動に取り組んでいただきたいというふうに考えております。
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町の役割は、議員が申されますとおり自主防災活動の支援や組織の育成、災害時における情報

伝達網の整備や避難施設の整備、また、災害対策資機材の備蓄などを進めることであり、家庭、

地域、行政がうまく連携するよう計画的に防災訓練を行っていきたいというふうに考えておりま

す。そのため、地域で防災意識の高揚を図るためには、どのような方法がよいのか、各地域の実

情を踏まえ、町民の方々の意見をお聞きしながら研究していきたいというふうに考えております。

また、各地域での自発的な取り組みに対しては要望があれば、可能な限り支援をさせていただき

たいというふうに考えております。

次に、地域協議会の創設につきましては、昨年の一般質問でもお答えいたしましたように、与

謝野町では区という自治組織がしっかりとしており、区が中心となって地域コミュニティの推進

や公民館活動、防災対策などを推進していただいているところでございます。新たに地域協議会

の組織を立ち上げるのは二重構造となり、かえって複雑でわかりにくいと考えているところでご

ざいまして、現時点では、行政主導で立ち上げる考えはございません。ただし、住民の皆さんか

ら自然発生的に生まれてくる組織が地域協議会の位置づけになるということについては、何ら否

定するものではございませんが、与謝野町においては区自治組織と行政とが協働関係をより進め

つつ、協働によるまちづくりを、まずは進めていきたいというふうに考えていますので、ご理解

いただきますようお願いいたします。

最後のご質問、新政権における地方財政対策についての判断、並びに当町の予算編成上、地方

交付税の見通しについてでございますが、まず、地方財政対策については、事業仕分けによる事

業の廃止、見直しなど、一定のむだを省きながら地方の財源にも一定配慮した対策となっている

ものと考えております。交付税の増額確保、臨時財政対策債による財源不足の解消、公債費負担

対策としての繰上償還の実施、子ども手当の創設、高校の実質無償化などを講じることにより地

域経済を刺激するとともに、家計負担の軽減にも一定配慮をされた内容であるというふうに思っ

ているところでございます。ただ、今から実施するものであり、どのくらいの経済効果があるも

のなのか、今後の動向を見なければ何とも判断できないのではないでしょうか。

また、地方交付税は、先ほど多田議員のご質問にもお答えしましたように、平成２２年度は一

定の増額となっているものの、このような状況は、いつまでも続くとは考えられず、近い将来、

必ず縮減されると考えるのが妥当と思っております。したがいまして、入るを計りて出を制すと

いう財政運営の原点に戻り、いま一度、歳出削減策を練り直す必要があるものというふうに考え

ております。以上で、伊藤議員のご質問に対する答弁とさせていただきます。

議 長（森本敏軌） 伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） ちょっと質問項目が多くて雑駁になって申しわけありません。

まず、今、答弁をいただいたので、それに基づいて質問をしたいと思っています。まず、一番

初めの就学援助制度の問題であります。一つは、今、答弁の中で、一つ一つとっていきますが、

申請主義ということをおっしゃいました。これは申請主義というのは、以前にも私、初期の段階

で、今期ですね、１年目の段階だと思うんですが、住民の行政との関係ですね、これが、こんな

自覚的なこうする、ああすることがわかるというふうな段階ではないと、今は。繰り返し述べま

すが、行政があるから取りに来いではいかんのですね。ですから、もっともっと丁寧に判断でき

る材料や情報をきちんと届けると、対象の人ら、もしくは、私は全生徒に渡してもいいと思って
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います。そういう姿勢をぜひ貫いていただきたいと、私はできると思います。やっているところ

もあるわけですから、それから、考え方として、今は行政の考え方として、就学援助については

実態に迫るように努力をしていると、これ非常に大事な角度だと思っているんですが、私ね、実

態に迫るという話をしている反面ですよ、その後の保育料の基準のときに町長の説明では、住民

税や所得税基準で基準をつくってますよね。一方で就学援助は、その基準でない、独特の基準を

持っておられるわけですね。事実に迫るということは。この辺の違いは、教育長でも結構ですけ

れども、現地で頑張っておられるんですから、その辺の基準の違いは、どういうふうに我々は理

解したらいいのか。実態に迫るのは実態に迫っていいけれども、その次の段階でどういうものに

するのかと、このことが、私は疑問に感じます。ですから、基準問題は、ぜひ明確に、できるだ

け、いわゆる保護者の皆さんにも町民にもわかるようにすることが大事ではないかというふうに

思っています。今、わかってもらえましたですか、保育料の基準の問題が今あったですね、繰り

返しますが。同じような基準でなくて、全く違う、独特の基準を持っておられると、実態に迫る

ということですから、その点を明らかになるように説明願いたいと思っています。

次は、特養ホームの問題で、４番目にお願いしていたのですが、町長の説明では合併以後、在

宅を中心に進めていきたいというか、進めてきたということなんですね。しかし、町長の答弁の

中でも指摘のようにということで、ご指摘のようにということを言いましたが、依然として

１８０人が残っているわけで、その人らの声を全部聞けとは言いませんよ。しかし、深刻な方は

おるわけでね、１８０人もおったら、僕が聞いておるだけでも、本当に深刻なところありますよ。

ですから、そういうことを在宅オンリーとは言いませんけれども、ぜひ、答弁の中で前向き検討

もあるということで、最後おっしゃられたので大いに期待しているところですが、ぜひ、そうい

う現状把握は担当課の方は、もっとリアルにご存じだと思いますけれども、本当に大事だと、接

近はね。

もう一つはね。この問題でもう一つは、町長のおっしゃっている中で地域力が低下したという

ことをおっしゃっているんですね。今度の質問の中で、最後のところにもかかわってくるので、

これはちょっとげたを預けておきましょう。後でまた言います。地域協議会は、そういう地域力

の低下のところにつくるんだというのが、やはり効果がある、最も効果がある役割だというふう

に僕らは思っているんです。低下していることを知っているんです。みんなもそうだと思います。

それをどう行政参画、住民参画につないでいくのかと、その住民が主人公の町をどうつくってい

くのかと、声が届く町政をどう進めていくのかと、これが大事だと思っているんですよ。

それから、もう忘れんうちに言いますね。地域力の問題はね、例えば一方で、僕は矛盾してい

るんではないかと、これは矛盾していなかったら答弁願いたいと思っているんですが、防災訓練

の問題の話の中でもそうなんです。自助、共助で中心に防災訓練をずっと進めてきているという

話なんです。一方で地域力が後退、壊滅状態になっていると言いながら、自分らでやる。俗な言

い方ですよ、自分らでやりなさいというのは、いささか、これは矛盾があるのではないかという

ように思うんです。できないからやれていないんですよ。地域力が崩壊している、半ばね。だか

ら、気にしていてもできない。とるすべがないんですよ。だから、前回も言いましたけれども、

野田川の方は割かしね、町長の地元あたりはね、よく頑張っておられるようです。しかし、やれ

ていないところは本当にやれていないんです。そこに目を、私は入れてほしいというふうに思っ
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ています。これは地域協議会の問題のところは、若干ニュアンスが違いますので、これはあれし

ますが、その点と。

それから、あとですね、在宅支援の問題で、いろいろな施策を打たれてきているというのは、

私も聞いておりましたんですが、地域密着型ということでしているわけで、その安心プランです

かね、１，５００万円の事業で大いに進めていく、バック援護をしていくというのは、私は非常

にいい戦略だと思っているんですが、私が気になっているのは、ＮＰＯなんかが、そういう形で

申し出たときにですね、町としての基本的な絵、将来像はどうなるのかというあたりは、ちゃん

と持っているんなら、そういう話が進められているのかどうか、当然、そういうことはあると思

うので、それはどうなのかという点をお伺いしておきたいと思っています。

それから、小集落の問題でも認識、町長はわかっていただいんではないかというふうに、僕は

思っている反面ですね。行政が指導することでないということを言っていると、ここです。今、

地域力が崩壊しているということを町長は言いながら、そういう面はあるんですよ、揚げ足をと

るつもりはないんですけれども。行政の指導性ということを、僕、強調しました。前回もそうで

すが、今回も行政の指導性ということを言ったんです。それはやはり絵を持って、全部わからな

くていいと思うんです。僕らだって全部、まちづくり協議会とか、地域協議会が、こうでなけれ

ばならないなんていうのは持っていません。基本の理念ですね。我々が言っている理念の問題で、

一歩でも二歩でも前進するような努力、ここが大事だと言うとるわけで、そこをどう生かしてい

くかというところで、私は、今、町長がおっしゃった行政が指導、口を挟むべきでないという意

味なんでしょうけれども、そこは指導性を持って対応してほしいというふうに思っています。

それから、あとですね。時間がもうそろそろですから、あれですが。いわゆる地域協議会の問

題でね、先ほどもちょっと言いましたが、絵は一つでないという話をしました。それは理念とい

いますか、住民が行政に参画して、主人公になる舞台をどうつくっていくかということですよ。

それには時間がもっともっとかかりますよ、今、言っているように、すぐになったりしません。

そこは住民参画をどうつくっていくのかというのは、まさに一つは、ある意味では町長おっしゃ

ったように協働のまちづくりでもあるというふうに思うんです。しかし、区が、そのことの認識

を今、理念問題で、町長は非常に、区の役割が非常に評価されているんですが、僕もそうだと思

います。よく頑張っていると思います、区の役割は。ただ、今、僕らが求めた地域協議会の問題

で求めたのは、そういうことの理念をしっかり区の皆さんが、区長や区の役員の皆さんが理解が

されていて、そこのことを熟達できるかどうかですね、区の構造が、今の区の、組織が。この点

について、どのように考えているか、お答え願えたらと思っています。以上です。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） ちょっと、どうお答えしていいかわからんところもあるんですけれども、就学援

助制度の見直しにつきましては、これは申請主義ではなくという、全生徒にもお知らせするよう

な形でということでございますけれども、一定の基準を持って、ちょっと具体的にどういう進め

方がされているかわからないので、また、足らないところが、違っていたりすれば教育委員会の

方でも答えていただいたらいいと思いますけれども、一定の基準を持った中でやらせていただい

ておりますし、申請のあったものの中でも、どちらかというと、家族的な面も考えると数字でぴ

しっと決めてしまうところから、こぼれた方と言ったら言い方おかしいですけれども、その範囲
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から外れてしまった方も、やはり支援の必要な方もございますので、そうした方についても、一

人でもカバーができるような、そういう実態を見た上での判断をしていただいているというふう

に考えております。もう少し具体的に必要であれば、教育委員会の方から答えていただきたいと

思いますけれども、認識としては、そういうふうに私自身も受けとめております。確かに、宮津

市さんと比べて、どうだということがあるかとは思いますけれども、やり方については、しかし、

その中身については決しておろそかにして数字でばんと切ってしまうという、そういう乱暴なや

り方はしていないという点だけはご理解いただきたいというふうに思っております。

それから、特養老人ホームを新たにつくるべきではないかということにつきましても、これ十

分承知をしております。与謝野町、旧町から、それぞれの町が力を合わせて特養老人ホームの建

設もしてまいりました。その中で、国の方針の中でも、もっと密着した、地域に密着した、そう

いう介護施設等々も必要ではないかということで、それは高齢者の方たちだけではなく、障害者

の人たちについても小規模、多機能等々、身近なところで、そうした手当が受けられるというこ

とで、特に、この与謝野町になってからは、そういうところに力を入れてまいりました。今、現

状としては、おっしゃるように、特養老人ホームについては非常に待機者の方が大勢ということ

になっておりますので、町も支援する中で、ぜひ早いうちに、そうした施設の建設、あるいは運

営をしていただくところと協議をした上で、建設等をしていただきたいなというふうに考えてお

ります。

一つ一つを取り上げますと、非常に至らないところや目いっぱい頑張っている部分等がござい

ますけれども、与謝野町としての考え方は、いつどこでも、だれであっても、そうした安心な福

祉施策が受けられたり、介護が受けられたりするような町を目指すということでございますので、

子供たちから高齢者の方たちまでの、そうしたフォローができるようなのを、総合的な中で充実

をさせていただきたいというふうに基本的には考えております。

特に福祉の、そういう施設計画といいますか、それについては一定の福祉課は考え款が方を持

っておりますけれども、それよりできるだけ地域的にばらつきがないように、町全体を見渡す中

で、足りない、そうした施設等についても、また、施策についても、常時、頭に置きながらの福

祉施策を推進しているというふうにお考えいただけたらというふうに思います。

それから、地域力の低下ということですけれども、与謝野町事態は、よその町に比べて非常に

地域力が低下しているとは、私は思っておりません。それが証拠に、先ほども申し上げましたよ

うに各区ばらつきはありますけれども、自分たちの地域は自分たちで何とかしていくんだという、

そういう思いはお持ちになっているというふうに思いますし、その思いが非常に大事だと思いま

すけれども、しかし、実際にじゃあそれを展開していくには、どうした方法があるのか、また、

どういったことを気をつけながら、みんなでそれをフォローしていくのかというところについて

は、非常に各地域、いろいろな成り立ちや、それこそしきたりや、そういうものが違いますから、

ばらつきがあろうかと思いますけれども、そうした地域力を、もう一度構築していくんだという、

そういう力は、どこの地域にも十分あるというふうに思っております。

そうした意識づけも必要ということで、一つは防災については、町一本で防災訓練をする。そ

このことについて各自治区も協力をしていただく、おのおのの、一人一人の住民の方も、それ参

加していただくという、そういうことから始める中で、じゃあ自分たちの地域については、どう
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いう点が足りないのかということをみずから、あるいは、よその区の対応等も見ながら、そこで

気づいていただいて、それを充実させるための方策といいますか、そういったものを、計画を組

み立てていくということが非常に大事じゃないかなというふうに思っております。といいますの

は、例えば、一つのひな形をつくって、これに当てはまるように各区、考えてくださいというこ

とになったとしても、それはできる、組織立てはできるかというふうに思いますけれども、それ

では、いざというときには計画に終わってしまうということですから、みずから、やはりそれを

具体的に進めていくにはどうすればいいのかというとこら辺も、おのおのの地域で協議をしてい

ただいて、その中で支援の必要なものについては、やはり町も支援をさせていただくと、そして、

お互いに協議をする中で構築をしていくという、そういう粘り強い取り組みが必要ではないかと

いうふうに思っております。決して町は、それぞれの地域に対しまして支援をしない。自分たち

で考えて、自分たちでやりなさいということではないということで、そういう気持ちは持ってお

ります。ただ、それが、そういう役目を地域協議会が担うのがいいのか、そうではなしに、今あ

る、それぞれの自治区が、自分たちの地域の安心・安全を守るためにどうすればいいかというこ

とを、地域の方とともに考えていただいて構築していく方が、私は、遠い道のりのようですけれ

ども、それが確実な歩みになるというふうに考えておりますし、実際に、特に防災関係につきま

しては、そうした取り組みを進めて、自主的にやっておられる区もあるわけですので、よその地

域からも、モデルとなるような取り組みをしておられる区が、この与謝野町にもございますので、

そうしたことを考える。また、進めていくきっかけになるような、そうした取り組みについては

町も一生懸命応援させていただきたいというふうに考えております。

ちょっと言葉足らずかもわかりませんが、２回目のご質問に対するお答えといたします。

議 長（森本敏軌） 暫時休憩します。

（休憩 午後２時３９分）

（再開 午後２時４１分）

議 長（森本敏軌） 休憩を閉じ、一般質問を再開します。

太田町長。

町 長（太田貴美） 先ほど申し上げましたのは、私が答弁したことについて不足があるなら、あるい

は間違っているなら教育委員会の方から答弁をしてもらいますと言いましたので、補足がある、

していただく方が、より具体的にわかるのであるというふうに思いますので、教育長の方から答

弁していただきます。

議 長（森本敏軌） 垣中教育長。

教 育 長（垣中 均） お答えいたします。大筋につきましては、町長の答弁のとおりでございます。た

だ、私どもといたしましては、結局一定の基準を持つということになりますと、それは前年の所

得水準になります。したがいまして、例えば、現在のように非常に経済的に難しい時代に、生活

が激減している場合に、それはなかなか、それでいきますと硬直しております。したがいまして、

それらを参考にいたしますけれど、現実を見詰めて、そして、それに対応してきておるわけでご

ざいます。実例を申し上げますと、せんだって、中学校、修学旅行を控えております、年度末に。

それに不参加の生徒が出てきたと。理由を聞きますと、どうも腑に落ちないということで、家庭

訪問をしまして、その辺が経済的な事情にあるということがわかりましたので、学校の方は、す
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ぐさま、その申請をするように手続をしてもらいまして、ちょうど教育委員会、間近にございま

したので、そこで審査をさせていただきまして適用をさせてもらったと、そういうケースもござ

います。いずれにいたしましても、申請主義といって、申請を待っているというような、そんな

ことはございませんし、再三再四、この議会でも広く周知徹底するようにということを申されま

したので、それに努めております。ただいま申し上げました例は、その一環としてお受けとめを

いただきたいと思っております。以上でございます。

議 長（森本敏軌） 伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） もう時間がありませんから、今の基準問題、いわゆる就学援助の支給する基準に

ついては全くファジーだと、その主観の基準はどういうところにあるのかというのは、これも答

えを聞いていてもファジーだという感じがします。今、言いましたように、保育料の基準の考え

方と、その就学援助の考え方は違うということでしょう。だから、そこに僕は矛盾を感じている

んですよ。だから、そうだったら、もう少し鮮明にしていただきたいというふうに思います。

それから、おくれましたのでちょっと言っておきます。漏れていたので。ちょっと言っておき

ます。町長にお伺いします。さっき言ったような小集落づくりですね、年寄りさんが集えるよう

な、これは憩いの場だといって、みんな期待していると、私、行くところ、行くところでは、物

すごい共感というか、そういう声が広がっています。そういうのがあったらいいなと、四日も五

日も人と出会えないなんていう生活でなくて、みんなこういう場がいるんではないかと、この点

はどういうふうに、地域協議会でなくていいですよ、そういうものとして集落づくりに貢献をす

ると、コミュニティのという点で、どうかという点をお伺いしておきたいというふうに思ってい

ます。

それから、知ってのとおり町の努力が、一生懸命頑張っている、福祉施策も非常に頑張ってく

れていると、高齢対策も、しかし、情勢は、それを超えて早い速度で高齢化が進んできていると

いう事実も、やはりしっかり見ておく必要があるという点です。だから、こういうことが起こる

んだと思うんです。

それから、今回の、私、最後の質問で、国の地方財政対策の問題でね、かなり評価もしながら

いろいろと、どれだけ効果があるかということで二面の点が展開されましたが、これは。この間、

質疑の中でも言っているように、非常に今回は、金庫から出してきたお金でやりくりしたわけで

すから、新政権は。ですから、今度どうなるのかと、その財源はと言ったときには、ないという

ことですから、非常に不安があります。

私、今回の一般質問で非常に地域協議会に絡んで言ったのは、全面的な展開をする論戦になっ

ていません、最後に言いましたように。やはり助け合う、支え合う組織をどう小集落でつくって

いくかと、地域の中でつくっていくかということ。まさに地域力のね、やはりこれからつくり出

していこうというところが中心なんですね。ですから、そういう点も含めて、私はぜひ、わかっ

ていただきたいなと思います。以上です。

議 長（森本敏軌） 伊藤議員、時間です。

太田町長。

町 長（太田貴美） 先ほどたまり場、あるいは憩える、集える場づくりについてですけれども、先ほ

ども申し上げましたように、やはり昔からの向こう三軒両隣という、そういうつき合いの中から、
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これは生まれてくるものだというふうに思います。なかなか、ご近所の方がお誘いしても、やは

り今までの、長年、何十年というおつき合いの中で、どうしても気の合わん方もあったり、いろ

いろと、それぞれのいろいろな理由の中で、なかなかご近所だからといって集まるということが

できにくい場があろうかと思いますけれども、やはりこれは、行政が口を出してといいますか、

ここに場所ができたから行きなさいみたいなことには、当然ならないだろうと思いますし、先ほ

ど申し上げましたように、向こう三軒両隣、隣組の組織そのものが、なかなか成り立たない状況

の中で、やはりそれらをお互いに気遣いながら、お互いにみんなで、この地域を支えていこうと

いう、そういう思いを、それぞれの皆さんに持っていただく、今、自分一人が暮らしていくのも

大変な状況の中で、そういうゆとりそのものがなくなってきているのかと思いますけれども、同

じテレビを見るのでも、お隣の方と一緒にこたつに入って見る方が楽しいに決まってますけれど

も、なかなか年寄りさんの生活そのものも、そんな人に、人に家に入ってきてもらいたくないよ

うな方もあって、実際に、その災害時の、そういう手だてをしようと思う、例えば、岩屋地域で

も、そういう助け合いの制度をつくっていこうという中でも苦労をなさっていた方があったかと

思いますけれども、それは隣近所だけではなしに、民生委員さんであったり、その地域の区の役

員さんであったり、いろいろな方が目配りをしていくというところから生まれてくるものだと思

いますので、そういうことを、こういう機会を通じて、ぜひ町民の皆さんにもお願いがしたいな

と思いますし、そういう中に議員さんも入っていただいて、そういうお互いがコミュニティをつ

くりやすい、そういう状況を生んでいただくようなご努力がお世話になれたらありがたいなとい

うふうに思います。

お答えになったかどうかはわかりませんが、答弁といたします。

７ 番（伊藤幸男） 終わります。

議 長（森本敏軌） これで伊藤幸男議員の一般質問を終わります。

ここで暫時休憩します。

３時５分再開します。

（休憩 午後２時５０分）

（再開 午後３時０５分）

議 長（森本敏軌） 休憩を閉じ、一般質問を再開します。

次に、８番、浪江郁夫議員の一般質問を許します。

浪江議員。

８ 番（浪江郁雄） それでは、通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。

今回は救急医療についてから、救急医療情報キットの導入により、高齢者や障害者の安心・安

全を確保し、万が一の救急時に備える取り組みと。もう１点は、与謝野町版住宅エコポイント制

度を創設し、エコ住宅の普及促進による地球温暖化対策と、そのポイントの交換品に地域商品券

などを活用した地域経済の活性化を図る取り組みについての、この２点を町長にお伺いいたしま

す。

まず、初めに救急医療についてでありますが、救急医療情報キットというのをご存じでしょう

か。その形や機能から命のバトン、また、命のカプセルなどと言われておりますが、全国的にも

導入が始まってきており、ご存じの方もおられると思います。このように、これは写真ですが、
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円筒状の容器で、直径６センチ、高さが２２センチのカプセルになっておりまして、ちょうど

５００ミリリットルのペットボトルぐらいですか、それぐらいの大きさの中に氏名や血液型、緊

急連絡先、また、かかりつけ医や服用薬などを記入したカード、健康保険証、診察券の写しなど

を入れ、冷蔵庫に保管するものです。そして、玄関と冷蔵庫の２カ所にステッカーを張っておく

ものです。なぜ冷蔵庫なんだと申しますと、冷蔵庫は、ほとんどの家庭にあり、しかもそのほと

んどが台所にございます。それから、地震などの家屋倒壊時にも丈夫な冷蔵庫なら安心でありま

すし、駆けつけた救急隊員と本人との意思疎通が難しくても台所に行って、冷蔵庫を開けてカプ

セルを見つければ処置に必要な情報が得られるということです。

例えば、仮に家族の方がそばにおられても、その本人の持病とかすべてをきちんと説明できる

とは限りませんし、健康な人でも緊急時には気が動転して正確なことを伝えられないこともあり

ます。それにより医療事故が起きたりする場合もありますので、それを防ぐ効果もございます。

また、情報が早く入手できることで病院への連絡もスムーズにいきますし、服用している薬の種

類で病名が判断しやすく、より早く専門の医療機関に搬送することもできます。また、大きな災

害などでは、その人の状態がより詳しく把握でき、救急の際の優先順位を決めることなどにも役

立ちます。自分で同じようなものをファイルをつくって置いていてもいいように思いますが、こ

れだと救急隊がとっさのときに見つけられない可能性もございますので、規格品を用意いたしま

して、どの家でもほぼ同じ場所にある冷蔵庫に置くことで、だれでも使えるようにするというも

のでございます。

ここで全国的に導入が始まっていると、さきに申し上げました事例を新聞記事などから少し紹

介をさせていただきます。このキット自体は、今から２０年ほど前、米国のワシントン州で始ま

ったもので、国内では東京都の港区が２００８年度に初めて導入されました。ちなみに港区では

緊急通報システム、災害時要援護者避難支援、情報キットの３点セットで受け付けているそうで

す。その後、香川県の三豊、三野町や北九州市若松区、静岡市清水区でも始まっております。全

国２例目の北海道夕張市では、初の市民主体で実施され、５００世帯に配布する費用、約３０万

円には夕張市に全国から寄せられた寄附金を活用されたとのことです。京都府内では八幡市、綾

部市の民生児童委員協議会が、また、亀岡市が昨年よりひとり暮らし、及び高齢世帯の６５歳以

上の人を対象に配布を行っております。いざというときに、自分の情報を的確に伝えるというこ

とは、非常に大事なことでございます。そういう意味で、この救急医療情報キットというのは、

地味ですが、心強い味方となってくれるもので、できればより多くの町民の方に配布をしていた

だきたいところでございます。

消防白書によりますと、２００８年の救急車による出動件数は約５０９万７，０００件で、全

国で１日平均１万４，０００件の出動があり、これは国民の２７人に１人が救急搬送されたこと

になります。その約４８％が高齢者という報告がございます。今回、まずは高齢者の方を初め障

害者の方に配布をしていただけないか、町長にお伺いいたします。情報とともに安心も保存する、

冷蔵庫に保存する。安心・安全は冷蔵庫から、ご答弁のほど、よろしくお願いいたします。

次に、温暖化対策による地域活性化についてから、住宅版エコポイント制度の施行に伴う自治

体としての取り組みについてお伺いいたします。昨年の１２月８日に閣議決定され、明日の安心

と成長のための緊急経済対策において、エコ住宅の建設、エコ住宅へのリフォームに対して住宅
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版エコポイントを発行する制度、いわゆる住宅エコポイント制度の創設が盛り込まれ、３月８日、

きのうですが、申請がスタートいたしました。この制度はエコ住宅の普及を促進することにより、

地球温暖化対策と景気対策の両立を目指すもので、国土交通省、経済産業省、環境省の３省合同

により実施されます。事業予算として１，０００億円が平成２１年度第二次補正予算に計上され、

追加経済対策の柱の一つとなっております。制度の詳細については、省略をさせていただきます

が、要するにリーマンショック後、景気が大きく落ち込み、リストラや給料、ボーナスが減るな

ど、デフレ懸念が叫ばれ、先行きの不透明感が増す中、今は大きな借金は避けるといったリスク

回避の動きが加速をしております。国土交通省が発表した平成２１年度新設住宅着工数は７８万

８，４１０戸、前年度比で２７．９％の減と、８０万戸を下回る低水準となりました。８０万戸

割れは４５年ぶりのことです。このような景気低迷の中で、エコへの関心が高まっている昨今で

ありますから、エコ住宅の建設は住宅関連会社のみならず、幅広い分野の業種も期待を寄せてお

ります。

昨年、景気刺激策として公明党がリードして打ち出した。エコカー減税やエコポイント制度は、

景気を下支えしただけでなく、エコという消費者の新たな消費の好みを浮き彫りにしました。こ

の制度施行に当たり、自治体としてもエコ住宅の建設を後押しし、地元地域の活性化につながる

施策が求められます。そこで、さらにもう一歩、エコ住宅の建設の促進とエコポイントの交換品

に地域商品券などを活用した、いわゆる与謝野町版住宅エコポイント制度を創設し、地元地域の

活性化に大きく貢献する取り組みを検討していただきたいと思います。

昨年、定額給付金に伴う１０％のプレミアムがついた商品券は多くの方に利用していただき、

効果的な事業であったと認識をしております。先日の２２年度当初予算の提案説明にも少し商品

券のことがふれられておりました。それにドッキングできないものか、ポイントの対象項目とか、

計算なんかは国の制度をそのまま利用すれば、制度設計に大きな負担はかかりません。ぜひとも、

この機会に住宅、住環境の向上とエコ住宅の普及促進による地球温暖化対策、また、ポイントの

交換品に地域商品券を活用した地域経済の活性化を図る一石三鳥の取り組みについて、町長のご

所見をお伺いいたします。

以上で、第１回目の質問を終わります。

議 長（森本敏軌） 答弁を求めます。

太田町長。

町 長（太田貴美） 浪江議員からご質問の一番目、救急医療情報キットの導入について、お答えいた

します。

本システムの概要などにつきましては、ただいま議員からるるご説明がありましたので、省略

させていただきます。全国的にも高齢化社会と核家族化が進む中、以前なら近所つき合いの中で、

先ほど来いろいろとお話が出ておりますが、どこにお年寄りがお一人でお住まいになっているか

など、地域の人が皆ご存じでしたが、今は、この地域においても近所つき合いが、だんだん希薄

となり、わからなくなってきているのが現実であるというふうに思います。こうした状況のもと

でひとり暮らしの高齢者の方々や体のご不自由な方々の安心と安全を確保することは、非常に重

要なこととなっております。現在、町では災害発生時や発生の恐れのある場合に、一人では避難

することが困難な方に対し、地域の方々の支援により安否確認や避難支援を行う体制づくりを進
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めているところでございます。

さて、ご質問の救急医療情報キットの導入についてでございますが、現在、全国各地で、その

取り組みが進められておりまして、府内では亀岡市や綾部市でも取り組まれているというふうに

お聞きしております。

議員のご質問にもありますように、高齢者や障害のある方々の安心・安全を確保するための一

つの有効な手段であるというふうに認識しておりまして、今後、先進事例も調査し、宮津与謝消

防組合等とも調整を図りながら研究をしていきたいというふうに考えております。しかしながら、

高齢者や障害のある方々の安心・安全を、まずは確保するということが基本であるというふうに

考えておりますが、地域でのつながりや支え合いであり、今後におきましても、さまざまな取り

組みを通じて地域の中で、これらの方々の安心・安全を支えていく取り組みを進めていきたいと

いうふうに考えております。

次に、２番目、与謝野町版住宅エコポイント制度を創設し地域経済の活性化を図る取り組みを

とのご質問でございますが、既に議員もご承知のとおり、国においては平成２１年度第２次補正

予算において、エコポイントの活用によるエコ住宅普及促進事業を創設され、エコリフォーム、

窓の断熱改修、二重サッシ、あるいはガラス交換、外壁、天井、または床の断熱材の施工、ある

いは省エネ法のトップランナー基準を満たすエコ住宅の新築などの事業を実施された方に対し、

エコポイントが発行され、商品券やプリペイドカードなどと交換できるということになっており

ます。ポイントの発行方法や、その期限などの詳細につきましては省略させていただきますが、

地球温暖化の観点では住宅に太陽光発電システムを設置する場合の補助金などがあり、近年、各

都道府県で次々に制度化され、京都府内でも京都府、京都市、宇治市、亀岡市及び久御山町が制

度化されているようでございます。

次に、与謝野町版住宅エコポイント制度の創設でございますが、与謝野町で、こういった制度

を創設することで国の制度の併用や地域内消費という観点からポイント交換品に町内地域振興券

を活用した取り組みを具現化することは十分検討に値するというふうに考えますが、先ほど申し

上げましたように、国の制度もことし１月末からスタートされたところであり、制度の動向を見

る必要があるというふうに考えますし、商工会など、関係機関の対応も必要になりますので、も

う少し時間がいただきたいというふうに思います。私としましては、今後これらの制度だけでは

なく、地域通貨を活用した町内消費や公共施設の利用促進、さらには減税対策など、大所高所か

ら検討すべきことと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

以上で、浪江議員ご質問の答弁とさせていただきます。

議 長（森本敏軌） 浪江議員。

８ 番（浪江郁雄） ただいま答弁をいただきまして、非常に答弁しにくい時期ではございますが、前

向きな答弁をいただいたんではないかなと思っております。その中で救急医療情報キットでござ

いますが、地域のつながり、こういったところも力を入れていきたいと、今、答弁がございまし

た。この救急医療情報キットというのは、それと並行してといいますか、これも利用しながら地

域のつながり、これもまた、活用できる。相反するものではないというか、そういった観点から

も、ぜひとも、これは問題を取り組んでいただきたいというふうに思います。

それから、消防、あるいは、そういったところとの連携でございますが、消防組合だけで独自
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にやっておられるというふうなところもございます。そういったあたりも検討していただきなが

ら、取り組んでいただきたいなと思います。

それから、エコポイントの件でございますが、時期が、もう少し時間がほしいということでご

ざいましたが、やはり今、与謝野町では住宅改修助成事業というのが去年から始まりまして、非

常に好評でございまして、大きな効果を上げているというふうに思っております。そうした中で、

今回、きのうから申請が始まりました国の住宅版エコポイント、それと懸案であります地球温暖

化対策、今こそ時にかなったといいますか、この時期にぜひとも進めていただきたいなというふ

うに思っております。例えばですけれども、名前もいろいろと考えておりまして、考えておると

いうほどでもないですが、与謝野町エコ商品券でありますとか、エコエコ商品券でありますとか、

こういったこともユニークな取り組みとして、ぜひとも取り組んでいただきたいなと思います。

それで、もう１点だけ、もう１回だけ時期について、そのあたりの考えをもう一度お伺いした

いと思います。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） ２回目のご質問にお答えいたします。先ほどのキットの方ですけれども、これに

ついては、先ほども申し上げましたように、宮津与謝の消防組合で取り組むということになりま

すと、宮津市さん、あるいは伊根町とも、またこれ、協議が必要になってきますので、それらを

含めた中で、できる方向へ考えていくということが必要ではないかなというふうに思っておりま

すし、今、ご提案がございましたエコポイントにつきましては、エコ商品券というような具体的

なお話も出てまいりました。これにつきましても、やはり商工会との調整だとかということも必

要になってくるかというふうに思いますし、いつと言われますと、ちょっと今、いつということ

がお答えできかねない状況でございますけれども、それらいろいろな関係団体とも協議したり調

整をした上で決定をするのであれば、決定がしていきたいというふうに思っております。ちょっ

と、この件につきましても、今のところ預かりのような形になりますけれども、明確なお答えに

はなっておりませんが、答弁とさせていただきます。

議 長（森本敏軌） 浪江議員。

８ 番（浪江郁雄） ぜひとも２２年度の肉づけ予算の中で一日も早いこと実現していただきますよう、

お願い申し上げまして、一般質問を終わります。

議 長（森本敏軌） これで浪江郁雄議員の一般質問を終わります。

次に、１０番、糸井満雄議員の一般質問を許します。

糸井議員。

１ ０ 番（糸井満雄） それでは、私の方から２点ばかり、２項目にわたって一般質問をさせていただき

ます。質問をさせていただく前にちょっとご訂正をお願いしたいんですけれども、リフレかやの

里の管理運営並びに事業再開についての項の中で、３番目の、３点目の１２月７日と書いており

ますけれども、間違いでございまして、平成２２年１月７日とご訂正をお願いしたいと思います。

それでは、質問させていただきますが、簡潔に質問をさせていただきますので、答弁の方も簡

潔に的確に、一つご答弁をお願いを申し上げたいというふうに思います。

まず、リフレかやの里の管理運営並びに事業再開についてでございます。食と健康の拠点施設

でございますリフレかやの里は、皆さんもご承知のように、一昨年までは町民の憩いの場として、
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また、与謝野町文化工芸の里にあって、中心的施設として文化工芸の里の活性化に寄与してきた

ものと、私は思っております。しかし、残念ながら一昨年、７日営業休止のやむなきに至りまし

た。営業休止をしてから、今日まで久しく、ことしは２年になろうかとしているところでござい

ます。この間、紆余曲折はあったものの、今現在、営業再開が待たれるところでありまして、特

に加悦地区の皆さんは一日も早い営業再開を望んでおられることだろうと推察をいたしておりま

す。

昨年１０月、議会において、私の質問に対して、今後は住民の皆さんに検討をいただくための

組織を立ち上げ、諮問したいとの町長のお考えが明らかにされております。なお、さらに私たち

政策研究会におきまして、１月、再生への提言書をもって再開への提案をいたしました。この間、

理事者におかれましては、十分な検討がされたものと思っておりまして、今はただ、町長の事業

再開への強い決断が待たれるときだと、私は思っております。

そこで以下、３点につきまして、町長にお伺いをしたいと思います。まず、第１点は、今後、

リフレかやの里の施設管理、運営について、どのようにお考えになっておられるのか、基本的な

スタンスを示していただきたいと思います。

二つ目は、現在、施設再開は町長もたびたび白紙状態だというふうに言っておられますけれど

も、事業再開の考え方はおありなのかどうか、あるとすれば、その時期はいつごろ考えられてお

るのか、お尋ねをしておきたいと思います。

三つ目に、私たち１０人で構成する政策研究会と申しておりますけれども、私たちがことしの

１月７日、リフレかやの里再生への提言書をもって事業再開への提案をいたしましたが、この提

案をどのように受けとめ、対応をされようとしているのか、検討されている内容も含めお伺いを

したいと思います。この質問につきましては、本日、冒頭に有吉議員の方からも質問がございま

したけれども、私の方からも質問をさせていただきます。

次に、２項目目ですけれども、都市計画に関する問題でございます。都市計画区域の指定につ

いてでございますが、まず、都市計画には法律がございまして、都市計画法というのはございま

すが、都市計画法は都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡のある発展と公

共の福祉の増進に寄与することを目的としております。すなわち都市計画とは、都市の健全な発

展と秩序ある整備を図るために、土地利用のあり方、道路、公園等、都市施設の整備、市街地開

発について計画を策定し、その実現を図ることであり、秩序あるまちづくりには大変重要な役割

を持っております。

現在、本町においては、都市計画の指定区域は岩滝地区のみであります。野田川、加悦地区は

指定はございません。したがいまして、与謝野町の新町まちづくり計画、並びに与謝野町総合計

画においては、その重要性が認識されまして、土地利用計画及び都市計画、都市計画区域等の検

討を進め、住民に対しても重要性や、その有効性についての理解を得るための施策を実施すると

しております。

そこで、以下４点について町長の所見をお伺いをいたします。まず、１点目は、現在、都市計

画はどのような方向づけがされ、検討はどこまで進んでいるのか、お示しを願いたいと思います。

二つ目は、マスタープランを作成するということになっておりますけれども、このマスタープ

ランの策定作業は進んでいるのかどうか、お伺いをしておきたいと思います。
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三つ目は、都市計画の重要性や有効性について、住民に対し理解を得るため、どのような施策

を実施しているのか、この点につきましてもお伺いをいたします。

最後に、四つ目として、都市計画区域の指定は何年を目標に指定をされようとされているのか、

以上４点について、お伺いをいたします。この質問につきましても、過去に井田議員の方から質

問があったと思いますけれども、再度、私の方から質問し、町長の所見をお伺いをしておきたい

と思います。以上でございます。

議 長（森本敏軌） 答弁を求めます。

太田町長。

町 長（太田貴美） 糸井議員、ご質問の一番目、リフレかやの里の管理運営並びに事業展開について、

お答えいたします。

１点目の管理運営についての基本的なスタンス、及び２点目の事業再開の考えはあるのか、ま

た、その時期はいつごろなのかというお訪ねでございますが、基本的なスタンスとしては、施設

を有効に活用する方法論をいろいろと検討の上、地域の活性化に生かしていくために再開を目指

したいと考えております。しかしながら、再開の時期は、現在のところはっきりと申し上げられ

る段階にはございませんので、ご理解をいただきたいというふうに思います。

昨年の６月議会で新たなリフレかやの里の再開に向けた一定のご提案を申し上げましたが、入

浴施設を廃止する提案であったことなど、残念ながらご理解を得ることができずに今に至ってお

ります。私としましては、今後とも本当に入浴施設が必要なのかどうか、仮に必要だとしたら、

どのような管理運営の方法が最も適当なのか、このことも含めリフレかやの里全体の施設運営に

ついて、いろいろな選択肢の中から検討し、できるだけ早いうちに方向性を示していけるよう努

力したいというふうに考えております。

次に、３点目にお尋ねの議員有志からいただきましたリフレかやの里再生への提言書につきま

しては、さきの有吉議員からのご質問にお答えしましたように、町としましてはご提案を真摯に

受けとめ、検討しなければならないというふうに考えているところでございまして、ご提案の趣

旨も含め、町としても専門家のご意見を聞くなど、一定の調査研究を進めていくよう平成２２年

度の当初予算に、少額ではありますが、調査委託料を計上しておりますので、この中で町にとっ

て最も効果的で合理的な方法について検討を進めてまいりたいというふうに考えております。ま

た、今後の対応について、検討している内容も含めてのお尋ねでございますが、議員有志の皆さ

んから提言書をいただきましたが、時を同じくして地元の滝、金屋地区においても、地元なりに

いろいろご心配やご検討をいただいており、町に対して一つのご提案をちょうだいしております。

地元におきましては、昨年から滝、金屋連携組織を立ち上げていただいき、命の里事業に取り組

んでおられますが、その関係者の方々からご提案をお受けしているもので、リフレかやの里は、

両地区をまたぐところに位置し、周辺には文化工芸の里を初め道の駅や新しくつくられましたグ

ランドゴルフなど、各種スポーツ施設が建ち並ぶ地域にありながら、その中核となるリフレ加悦

の里が休止となっていることに、残念な思いと、何とか両地域の活性化の拠点として再生できな

いかという強い思いの中で、町が昨年６月に新たな指定管理者として提案しました社会福祉法人

よさのうみ福祉会が管理運営を担ってもらえるなら、地元としてもできる限りの運営協力をして

いきたいので、ぜひ、町が中に入って調整を図ってくれないかというご提案でございました。町
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といたしましては、何より地元の皆さんに参画していただき、地域に愛される施設運営にしてい

ただくことが大事なことであるというふうに考えておりましただけに、大変ありがたいご提案で

ございますし、よさのうみ福祉会と管理運営の方法について調整を図り、地元も主体的にかかわ

っていただくことができるなら、最もいい方法ではないかというふうに考えておりまして、今後、

地元の皆さんの思いと、よさのうみ福祉会の思いを、どこまで調整することができ、一致点が見

出せるかがカギになりますが、地元からのせっかくのご提案でございますし、実を結ぶなら最良

の再開方法ではないかというふうに考えておりますので、そのような方向も真剣に模索していき

たいというふうに考えているところでございます。

次に、２番目にご質問の都市計画区域の指定について、お答えいたします。まず、１点目の現

在、都市計画はどのような方法づけがされ、検討はどこまで進んでいるのかについてお答えいた

します。平成２０年度に与謝野町土地利用、都市計画区域再編検討業務を実施し、町をマクロ的

に見た状況把握、分析と、これを踏まえた都市計画区域再編の必要性について、行政側からの検

討を行いました。この中では都市計画区域を引く、引かないにかかわらず、町の均衡ある発展を

実現するためには、土地利用に関する、そうした一定のルールづくりが必要であるという結論が

導かれました。このルールにつきましては、町職員で構成された検討会におきまして、準都市計

画制度を利用するという結論に達したわけですが、これは都市計画区域を定め、土地利用規制と

都市施設整備を両輪として進めるような発展型のまちづくりは、少子高齢化の進む中で持続型の

まちづくりを目指す現在の本町の状況に合っていないということが、その理由でございました。

この結果について、都市計画区域決定権限者である京都府に説明し、協議したわけですが、現在、

国では都市計画法の抜本改正を数年かけて予定されており、土地利用施策に関しては、今までの

線引き都市計画と言われる市街化する区域と、抑制する区域を明確に分けるような画一的なこと

をやめ、地域に合った多様な土地利用計画を定めることができる仕組みを目指して議論されてお

り、早急に準都市計画区域を定め、将来のまちづくりの弊害となるようなことにならないよう、

都市計画法改正議論と動向をにらみながらミクロ的な地域住民のニーズを把握しておくことが必

要ではないかとのご助言をいただきました。これを受けまして、現在は情報の収集をし、町民に

対して、どのような方法で情報を発信していけるのかについて検討をしております。また、検討

会でも迅速な対応が必要であると結論づけられました。町内で起きている地域間における建築条

件の異差や、これによるさまざまな弊害、不公平感については、建築基準法等を活用した是正措

置で解消ができないか、検討をしているところでございます。

２点目のマスタープラン策定作業は進んでいるのかということでございますが、都市計画マス

タープラン策定は、総合計画にもありますように、平成２４年度策定を目指しておりますが、現

在、都市計画を取り巻く状況が、先ほど述べましたように、非常に不透明でございます。また、

都市計画区域の指定をマスタープラン策定と同時に実施できるかについても、現在、把握できる

状況ではありません。今後、国の法改正を見守り、京都府や宮津都市計画区域を構成しておりま

す宮津市とも連携、協議しながら進めてまいりたいというふうに思っております。

次に、３点目の都市計画の重要性や有効性について、住民の理解を得るための施策の実施につ

きましては、現在まで都市計画の有効性については、声高に情報発信をしてまいりませんでした。

これについては都市計画制度は、まちづくりにとって大変有効な道具であると同時に、個人の権
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利制限を伴うという側面があるため、一定配慮が必要であるとの考えからでございました。しか

し、今後、一般的な制度の意義、知識、重要性については、広報誌等を利用して発信していきた

いというふうに考えております。

最後に、都市計画区域の指定は、何年を目標としているかということでございますが、先ほど

申し上げましたように、都市計画を取り巻く状況が不透明の中で目標年次をお答えすることにつ

いてはお許しがいただきたいというふうに思います。

以上、糸井議員のご質問に対する答弁とさせていただきます。

議 長（森本敏軌） 糸井議員。

１ ０ 番（糸井満雄） まず、リフレかやの里の件でございますけれども、スタンスとしては有効活用を

図って活性化に向けての取り組みをしていきたいというふうなご答弁であったろうというふうに

思っておりますし、入浴施設が必要なのかどうかということにつきましは、その方向性といいま

すか、そういったものも含めて、今後、検討していきたいと、こういうふうな答弁であったろう

というふうに思っております。それから、専門家の意見をお聞きしたいと、こういうことで予算

措置もされておるというふうにお伺いしたわけですけれども、確かに２２年度の当初予算の中で

は、たしかリフレかやの里には２００万円弱の予算計上がされております。その中の委託費が

１３０万円ほどありますので、これが、それかなというふうに思いますけれども、その辺は、き

ょうこの場では内容は聞きませんが、それだろうというふうに思っております。

地元の、私が１０月の議会で質問をさせていただいたときも、地元の意見を一遍、聞いてみた

いと、こういうことでございました。だから、その意見も聞かれたと思いますし、我々も１月の

段階で、こういう方法がありますよということで、温泉利用型のぜひ再開をお願いしたいという

ことで提言書を出しました。

また、今、聞きますと、地元の方々から、一つの意見が出ておると、こういうふうに聞いてお

ります。私はこれだけの意見が出たり、答申が出たりした中では、私は、それはもう検討する時

期はとっくに過ぎておるんではないかなというふうに思います。言葉が悪いですけれども、スピ

ードが遅いというふうに言わざるを得ません。今、お聞きいたしておりますと、よさのうみ福祉

会に委託するのが最良の方法であろうというふうに、今ちょっと聞こえたんですけれども、それ

ならば、私は再度、提案されてもいいんではないかなと、こういうふうに思っております。した

がいまして、私は今これはですね、町長の決断一つで、これはできるんではないかなと、聞いて

おりますと、担当課も含めてですね、町全体で、この問題についての積極的な前向きな取り組み

がされていないのではないかなというふうな、前向きの考えがないのではないかなというふうな、

言葉は悪いですけれども、そういう印象を私は持ちました。ですから、この際、私は一つの町長

の決断がお願いしたいなと、するのかしないのか、そこら辺は、やはりはっきりするべきではな

いかなと、ことし２２年、来年２３年です。２３年には国民文化祭が開かれるというふうに、私、

聞いております。その中の俳句の部を与謝野町が担当するというふうに聞いておるわけですね。

となりますと、あの江山文庫、いわゆる文化工芸の里の拠点であります江山文庫ですが、江山文

庫が一つの、そのイベントの拠点として、やはり大きなイベントが開催されるんではないかなと、

したがって、全国から大変大勢の方がお見えになるんではないなというふうに思います。そのと

きに、あそこのリフレかやの里の施設が休止しておるというふうな状況は、私は非常に残念だろ
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うと、与謝野町にとってのはじではないかなと、このように考えております。

ですから、少なくともことし、ことしも６月になりますと２年になりますし、一日一日延ばす

ことによって荒廃が進んでまいります。私は一日も早く再開するなら再開する、こういうふうな

元の状況で、あの施設が活性化するような施設として生まれ変わる措置を一日も早くとっていた

だきたい。これを切望するところでございます。

したがいまして、町長の決断を、私はお願いを申し上げたいというふうに思います。

それから、都市計画ですけれども、今、聞いておりますと私は存じませんでしたんですけれど

も、非常に国の方の政策がふらついておると申しますか、抜本的な改正がされるということで、

都市計画の問題についても、いうならば、なかなか検討が進まないと、前へ進まないというふう

な状況だというふうに今、お聞きいたしました。大変先行きが不透明なので、この辺についての、

今、時期についても明確に答えが出せないということのようでございます。しかしながら、やは

り新しいといいますか、まちづくりの、やはり基本は都市計画を立てて、やはり秩序ある整備を

していかなければ、私は無秩序な整備は、かえって行政効果が悪くなるというふうに思っており

ます。確かに、町長、言われるように利害関係とすれば、行政の方は、これはしたいというふう

な考えが出てきますけれども、一方、住民にとっては、いろいろな規制がかかってまいりますし、

それから、ひいては税金というふうなこともなってきますので、大変うれしいような、悲しいよ

うな状況になるんではないかなというふうに相反する利害関係が生じるだろうというふうに思っ

ておりますけれども、やはり行政サイドとして、この都市計画というのを私は進めなければなら

んだろうというふうに思っております。ですから、国の、いわゆる施策にも関連して、なかなか

難しい問題はあろうかと思いますけれども、そういう国の出方を注視しながら、やはり的確な判

断をしていただいて、このまちづくりに一つ間違いのないような対応をしていただきたいなと、

このように思っております。ですから、この辺についての重要性についても、今から、もしする

ならば住民に対する施策も理解していただくような、あるいは、この流用性についても周知をし

ていただくようなことを、やはりとっていただきたいなと、このように思っております。

以上、２回目の質問とさせていただきますので、答弁ができる部分につきましては、一つご答

弁をお願いしたいと思います。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 糸井議員のご質問に、２回目のご質問にお答えいたします。１１月２１日の日で

したか、前の議会でも申し上げたかと思いますが、町内の総合計画審議会の委員さん、また、行

革の委員さん、それから、地元の区長、それから地元の農事実行組合、それから、商工会、農業

委員会の会長さん等々、あるいは加悦の工芸の里のメンバーの方にも入っていただいて、この議

会では三位一体と、三つセットでないとというお話でした。そういう中について、どのようなお

考えを持っておられるか、地元といいますより与謝野町全体の中でいろいろな、それぞれの組織

の方たちのご意見を聞く機会を持ちましてお話を聞きました中では、あらかたお風呂にこだわる

ことなく、あそこを再開する方法を考えるべきだというふうなご意見が多かったというふうにと

らえております。そうした中で１２月の議会、そして、１月の議員の皆さんからの提案書、提言

書をいただきまして、その後２月４日に先ほど申し上げましたように、農事実行組合といいます

か、農家の方たちを中心とした皆さん方から、そうした、先ほど申し上げましたリフレの運営、
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管理等につきましてもご提言をいただきました。

町としましても、今回２２年度予算で上げております分は、言われましたようにお風呂を再開

するということになれば、どれぐらいの、あそこが手を入れなきゃならないのか、今は電気も切

ってありますから電気を入れて、そして、それらを見てみるというようなことも必要になってき

ますので、そうしたものを調査するための予算でございまして、それらの中身の検討を受けた上

で、どういうような形で再開するのかということについて、早い時期に一定の結論を出したいと

いうふうに思いますが、先ほど言いましたように、そういう地元の方たちのご提案も２月４日に

出たところでございますし、新たな年といいますか、予算の中には、それらは盛り込んでおりま

せんので、今後、できるだけ早い時期に検討をし、一定の方向性を決めて提案がさせていただき

たいと思います。

しかし、これはそういう話があったということで、具体的に、じゃあどうするのかというとこ

ら辺までも詰めておりませんし、今後、十分な協議が、また、必要になってくるかというふうに

思いますし、それらも含めて、できれば早い時期に再開のめどを立てたいというふうに考えてお

ります。

それから、都市計画につきまして、おっしゃるとおり無秩序な、そういう開発ではなく、やは

り一定のルールに従った開発が必要だということで、この過去２年前から町の職員１人を京都府

の都市計画課の方へ出向させまして勉強もさせております。そうした意味で町としても、できる

だけ早い時期に、これらの計画ができるような方法をとっていきたいと思いますが、今おっしゃ

いますように、国の方の、そうした状況、また、府のアドバイス、それから一番大事な地元の皆

さんの理解を得るということについて、まだ、全然取り組めておりませんので、それらも含めて

今後は広報等で理解を求める、そうしたＰＲもさせていただいていきたいというふうに思います。

おっしゃるように個人の方が、いろいろと開発しようと思うときには一定のしばりがかかります

ので、それらも十分説明をし、理解いただく中できちんとした秩序ある的確な判断をできますよ

うに、早くこれらも取り組んでいく準備を進めたいというふうに考えております。以上で、答弁

といたします。

議 長（森本敏軌） 糸井議員。

１ ０ 番（糸井満雄） 都市計画につきましては、一つ間違いのないような対応をとっていただきたいな

というふうに思います。私は、これはいろいろと問題はありますし、クリアしなければならない

問題もたくさんあろうかと思いますけれども、私は、これはやはり必要ではないかなというふう

に思っておりますので、住民の皆さん方に理解を得られるような方策も、ぜひ今後、とっていた

だきたいし、ぜひこれらを、誤りのない対応を、新しいまちづくりの中で取り入れていただいて、

秩序ある整備を図っていただきたいというふうに思っております。

それから、リフレかやの里の管理運営でございますけれども、やはりこれは最終的には、私は

町長の決断一つだろうというふうに思います。いろいろと団体からの提案もございますし、我々

提案をいたしました。今回、また、専門家の意見を聞かれるというふうなことでございますけれ

ども、最終的には、私はもう町長の号令一つで、これが前に進むか進まないかだろうというふう

に思っております。私たちも、やはり町長が議会が否決したのだから、だから、町の方からは動

かないというふうなことでございました。だから、それを我々はボールを投げられたなというふ
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うに思っておりました。ですから１月７日、私たちは、そのボールをお返しをしたというふうに

思っております。したがいまして、そのボールもしっかりと受けとめていただきまして、ご検討

も一つお願いをしておきたいなというふうに思います。

いずれにいたしましても、私は２３年度の、その国民文化祭が開催されるまでには、何として

もリフレかやの里の再開は必要だというふうに考えておりますので、最後、町長の強い考え方を

お聞きしておきたいというふうに思います。以上です。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 思いは一緒でございますし、おっしゃるとおり２３年の国民文化祭のメーン会場

になる近辺でございますので、そうした意味では、それまでには立ち上げたいというふうに思い

ますし、この平成２２年度、今は、先ほど申し上げましたわずかな予算しか上げておりませんけ

れども、できるだけ早い時期に、もう２２年度から取り組めるように計画を立て執行していくと

いうことをさせていただきたいというふうに思っております。だれよりも、だれよりも早く、あ

そこが再開したいという気持ちでございます。それには変わりないということをつけ加えて答弁

とさせていただきます。

１ ０ 番（糸井満雄） 終わります。

議 長（森本敏軌） これで糸井満雄議員の一般質問を終わります。

以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日は、これにて散会します。

次回は、あす３月１０日、午前９時３０分から一般質問を引き続き行いますので、ご参集を願

います。

大変ご苦労さんでした。お疲れさんでした

（散会 午後４時０３分）


